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第１章  調査の概要 

 

1.1 背景及び経緯 

 

途上国において CDM（Clean Development Mechanism）プロジェクトを推進していくためには、プロ

ジェクトに承認を与える政府組織（DNA: Designated National Authority）の運営を円滑化し、投資家

等への正確な情報提供が重要とされている。 

 フィリピン国は気候変動枠組条約（UNFCCC）の締約国であり、京都議定書の批准については国会

へ提出する段階にある。これまで天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）が中心となって気候変

動枠組条約の対応を実施しているが、京都議定書の批准および発効が近い将来行われると想定さ

れる現時点において、DNA の体制はまだ構築されていない。天然資源環境省は DNA を所管するこ

とが想定されており、その運営等に対する支援を日本政府等（経済産業省のグリーンエイドプラン

（GAP））へ要望していることから、JICA は GAP と連携を図りながら支援内容を検討しているものであ

る。 

 なお、これまでUNDP等のドナーによりCDM関連のセミナーは実施されているが、DNA体制整備、

投資環境整備等にかかる体系的な支援は十分に行われていない。 

 

 

1.2 調査目的 

 

本プロジェクト形成基礎調査では、フィリピン国の CDM を取り巻く状況を踏まえつつ、カウンタ

ーパート機関と想定している天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）の技術協力ニーズに関

する現況調査、および関係機関からの情報収集を行い、本格調査に向けての要請内容及び調査

事項の確認を行うことを目的とする。 

 

 

1.3 団員構成 

 

蔵方 宏 （団長／総括） ：JICA 鉱工業開発調査部資源開発調査課長  

下川 徹也（技術協力行政） ：経済産業省地球環境対策室国際係長 

後藤 光 （調査企画） ：JICA 鉱工業開発調査部資源開発調査課職員 

近藤美智子（調査計画） ：JICA 鉱工業開発調査部資源開発調査課職員 

湯本 登 （DNA 運営） ：プロアクトインターナショナル（株） 

青山 道信（GHG データ整備） ：日本工営（株） 
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1.4 調査日程 

 

日時 行程 

10 月21 日(火) AM 

PM 

出国（JL741：成田 0945 発～マニラ 1300 着） 

日本大使館面談 

10 月22 日(水) AM 

PM 

JICA フィリピン事務所、国家経済開発庁（NEDA）面談 

天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）、JETRO、JBIC 面談 

10 月23 日(木) AM 

PM 

気象水文庁（PAGASA）、DENR-EMB 面談 

公共事業道路省（DPWH）面談 

AM 

 

UNDP 、 DENR-EMB 、 DENR 森 林 管 理 局 （ FMB ） 、 科 学 技 術 省

（DOST-ITDI）面談 

10月24日（金） 

PM 運輸通信省（DOTC）、オランダ大使館、貿易産業省投資委員会

（DTI-BOI）面談 

団内協議 10 月25 日（土） 

下川団員帰国（JL746：マニラ 0930 発～成田 1445 着） 

10 月26 日(日) 休日 

10月27日（月） AM 

PM 
アジア開発銀行（ADB）面談 

エネルギー省（DOE）面談、DENR-EMB 協議録（M/M）署名 

10月28日（火） AM 

PM 
アジア開発銀行（ADB）面談 

エネルギー省（DOE）面談、DENR-EMB 協議録（M/M）署名 

フィリピン開発銀行（DBP）面談 10 月29 日（水） 

蔵方団長、後藤団員帰国（JL746：マニラ 0930 発～成田1445 着） 

10 月30 日（木） 気候変動情報センター（CCIC）面談 

資料整理 10 月31 日（金） 

近藤団員帰国（JL742：マニラ 1420 発～成田 1935 着） 

11 月1 日（土） 湯本団員、青山団員帰国（JL746：マニラ 0930 発～成田1445 着） 

 

 

1.5 対処方針 

 

 主として以下の事項に配慮したうえで、開発調査の必要性及び実施可能性を確認し、先方機関

との協議内容を M/M（Minutes of Meeting）に取りまとめることとする。 

 

（1） 先方の本プロジェクト実施にかかる取組状況について 

1） 開発調査サイクルの説明 

本調査はプロジェクト形成基礎調査であり、本格調査をコミットするものではない点を先方に対

し明らかにした上で、本格調査の流れを I/A（Implementation Agreement：他国における S/W と同

じ）の素案を提示しつつ説明し、先方の理解を得ることとする。なお I/A の締結は案件採択決定後
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に派遣される事前（予備）調査団に委ねることとする。 

 

2） 本格調査実施に向けた意識 

本件にかかる日本への協力要請については、これから為されるとのことであり、先方政府内の

具体的な実施体制、計画及び高いプライオリティを有しているかを確認するとともに、要請書

（ToR：Terms of Reference）記載内容の協議を行う。また要請書(ToR)の提出窓口となる NEDA（国

家経済開発庁）への説明も実施する。 

 

3） フィリピン国における関連機関の役割の明確化とカウンターパート機関の確認 

想定している本格調査について、関連するフィリピン側国内機関は以下のとおりである。 

・ 天然資源環境省（DENR：Department of Environment and Natural Resources） 

環境管理局（EMB）、森林管理局（FMB） 

（IACCC（Inter Agency Committee for Climate Change）-事務局は DENR） 

・ エネルギー省（DOE：Department of Energy） 

・ 気象水文庁（PAGASA） 

・ 貿易産業省投資局（DTI-BOI） 

・ 運輸通信省（DOTC） 

・ 科学技術省（DOST） 

・ 公共事業道路省（DPWH） 

 

これまでに得た情報によると、天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）が DNA を所管してい

く可能性が高く、カウンターパート機関としてM/M及びI/Aの署名者になることを想定しているが、

GHG（温室効果ガス）排出源を監督するエネルギー省や統計、運輸、投資、交通分野等を所掌す

る各省庁の状況を踏まえる必要があるため、今次調査にて情報収集を行う。また、本格調査の実

施に当たっては関連機関でステアリングコミッティの構成を提案する等適宜密接に連携していくこ

ととする。 

 

4） 本格調査スケジュール、上位計画等との整合性 

京都議定書の批准準備状況を確認するとともに、本格調査のスケジュールに影響を与える上位

計画等（国会審議等）の時期・有無について確認する。なお、本格調査は内容により 2～3 年の期

間を想定している。 

  

5） 本格調査内容の協議 

図1－１に基づき、本格調査内容について協議を行う。今次プロ形調査においては、DENR と主

に協議することとする。調査対象として鉱工業（エネルギー）セクターを主に実施することとし、植林

セクター等他セクターの扱いについてはあまり関与しないことを想定するが、セクターに関係しな

い共通的な事項については調査対象に含めることとしたい。 

 

6） 既存データ・情報の確認 

GHG 排出データや関連法制度等について情報を入手する。 

 

7） 本格調査時の再委託の必要性の確認 

本格調査の実施にあたって、再委託実施の必要性の有無について協議する。
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鉱工業プロジェクト形成基礎調査
「フィリピン国CDM事業推進のための情報・体制整備支援調査」
               本格調査フロー（案） 

2003.10.7

１．DNAとして最低限具備する事項 

２．投資環境整備事項

３．人材育成関連

京都議定書批准、NA設立・

指定の動向確認 
CDMプロジェクトの 
承認手続きフロー作成

CDMプロジェクトの

審査基準作成 

CDM-PDD作成に必要な 
GHGデータ等の収集・整備

関連法制度（SD、EIA、 
再生可能エネルギー等）

の確認 

ASEAN諸国の状況調査

CDMプロジェクト推進

に関するポリシー作成

（National Com-
munication作成）

小規模CDMプロジェクトの

ベースライン・モニタリング

設定の簡素化・標準化 

ファイナンススキーム

の提言 
情報発信（Web, 
クリアリングハウス）

小規模CDMパイロット

プロジェクトの実施 

セミナー開催

資料、パンフレット作成

● 

アウトプット1

アウトプット2

アウトプット3 

国際会議（COP）報告

●

１．優先分野（セクター、エリア、

  技術ニーズ等）を明確化 
２．プロジェクト承認条件概要（

  SD、EIA、追加性等） 
３．CDMプロジェクト投資促進

  （阻害要因の削減） 
１．クレジット取得リスク削減の

  ための、現地金融機関による

  融資実現方法の検討 

１．トランザクション（手続き）コスト削減

  のための、簡素化・標準化の試行

１．PDD作成に資するデータ整備

２．各種手続き情報の提供 
３．プロジェクト情報等の流通促進

１．シンプルな審査基準の作成

  と基準の明確化 

アウトプット4 アウトプット3

小規模CDMプロジェク

トのケーススタディ 

各省会議資料 

図 1-1 本格調査内容（案） 
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（2） その他関連情報について 

1） フィリピン国における他の国際援助機関等の動向の把握 

フィリピン国のエネルギー・環境セクターにおいて、他の援助機関（UNDP、ADB、オランダ大使

館等）による CDM 関連の支援プロジェクトについて調査し、その動向を把握した上で本格調査の

必要性、内容等を確認する。 

 

2） 日本側関係機関等との情報交換 

日本大使館、JETRO、JBIC 等を訪問し、情報交換を行う。日本大使館においては要請書（ToR）

及び口上書の取扱いについて協議を行い、JETRO においては本格調査の実施における協力関

係構築の可能性について情報交換を実施する。 

 

3） 安全管理情報の収集 

本件調査対象地域は主にマニラ首都圏であり、現時点では特筆すべき危険情報は得られてい

ない。しかしながら本格調査移行時には調査団の長期滞在が予想されることから、現地大使館、

先方関連機関等に対し、連絡体制等の安全管理に関する情報について確認する。 
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第 2 章  調査結果と協議概要 

 

2.1 協議概要（団長所感） 

 

今回のプロジェクト形成調査では、天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）を中心に、国家経

済開発庁（NEDA）、UNDP、ADB、オランダ大使館等を訪問し、CDM に関する情報と意見交換を行

った。その結果、10 月27 日に DENR-EMB との間で、協議の内容を取りまとめた協議議事録（M/M）

への署名交換を行うことができた。 

以下本調査団の結果と協議概要を述べる。 

 

（１） 重要な事実の確認 

・ フィリピン政府の京都議定書の批准については、10 月21 日に上院にて決定された。 

・ DNA は京都議定書が批准された後設立されることになるが、DENR（天然環境資源省）が所管する

予定である。 

・ DNA の設立に対し、オランダの資金援助を得て UNDP が支援の実施を決定している。具体的に

は、設立に必要な法律の整備と承認手続きの整備が 2003 年11 月より 9 ヶ月間の予定で実施され

る。 

・ CDM を活用すべき分野として、再生可能エネルギーを有望視している。 

 

（２） 調査の枠組みに関する協議 

1) 調査の枠組みの整理 

オランダ政府の資金支援による UNDP のプロジェクト（Establishment of the Clean Development 

Mechanism National Authority, Operational Framework and Support Systems for the Philippines）の内

容が明らかになったので、重複が予想される項目を整理し、調査の枠組みを再度構成し、DENRと協

議を行った。 

 

2) 調査の枠組み 

上記を踏まえ、双方の間で作成した調査の枠組みは次のとおり。 

① タイトル 

CDM 事業促進のためのキャパシティービルディング調査 

（The Study on Capacity Building to Promote Clean Development Mechanism Project） 

② 調査の内容 

・ CDM 事業促進政策の立案 

・ 小規模 CDM 事業のためのベースライン、モニタリング設定の標準化と簡素化 

・ CDM 事業に関する情報の発信（クリアリングハウスの設立） 

・ 調査を通じてのセミナー、ワークショップによる知識、技術の移転と普及 

 

（３） I/A を協議する上での留意点 

１） 今回提案した調査を実施する際、DNA を所管する予定の DENR を主たるカウンターパートとすべき

ではあるが、CDM事業が多岐の分野にわたることから、関係省庁を取りまとめる調整機能をDENRに

求める必要がある。I/A 協議においては、この調整機能を働かせるための体制構築に関する協議が
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必要である。 

 

２） 2003年11月よりUNDPによるDNA設立支援がDENRをカウンターパートとしてスタートすることにな

るが、同支援によりフィリピンにおける CDM 事業を進める際の基本的なルールを定められることにな

るので、同支援の進捗と問題点を把握することが重要である。また、本格調査開始後も、適宜情報交

換すべきであることは言うまでもない。 

 

（４） 今後の予定 

・ フィリピン側（DNER）からの NEDA を通じての正式要請の提出 

・ 日本サイドでの採択会議 

（採択された場合） 

・ 正式通報、口上書の交換 

・ I/A の締結 

・ コンサルタント選定後、本格調査の開始 

上記予定の中で、DENRからNEDAを通じて提出される予定の正式要請書の取り付けへの側面支

援を、日本大使館、ＪＩＣＡ事務所にお願いするつもりである。なお、要請書（Application Form）は、今

回の DENR との協議において原案を作成済みである。 

 

（５） 所感 

１） 今回の調査は、京都議定書の批准の見通しが立ち、さらにUNDPによるDNA設立支援が決定さ

れるという具体的な CDM 事業を推進するための活動がスタートしようとする時期に当たり、非常

にタイミングが良かった。具体的には、基本的な体制とルールを UNDP が整備し、それを JICA

が具体化するという連携が生まれることになり、非常に意義のあるプロジェクトが形成できた。 

 

２） また、今後CDM 事業の承認手続きが UNDP により整備されることにより、JICAは、一般論でなく

具体的な事業実施のための技術やノウハウを提供することが可能となったと言える。 

 

３） 本格調査実施に当たっては、DENR の調整機能が極めて重要であると考えられる。調整委員会

の設立等、強力な実施体制の構築が調査を成功させるための重要なポイントになると感じた。 
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2.2 締結した協議議事録（M/M 等） 
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2.3 要請書（アプリケーションフォーム）案 

 

 



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



2.4 主要面談者リスト 

 

（1） 日本大使館 

齊藤一等書記官 

 

（2） JICA フィリピン事務所 

中垣所長 

杉山所員 

 

（3） 天然資源環境省環境管理局（Environmental Management Bureau, Department of Environment 

and Natural Resources ／ DENR-EMB） 

Mr. Rolando L. Metin, undersecretary  

Mr. Julian D. Amador, Director, EMB  

Ms. Joyceline A. Goco, Chief, EMB、大田専門家 

 

（4） 天然資源環境相森林管理局（Forest Management Bureau, Department of Environment and 

Natural Resources ／ DENR-FMB） 

Mr. Romeo Acosta, Director 

Mr. Sofio Quintana 

Mr. Arvie Tirso G. Caancan, Senior Forest Management Specialist 

Mr. Shoshi TANAKA, JICA Forestry Expert 

 

（5） 国家経済開発庁（National Economic and Development Authority ／ NEDA） 

Ms. Vioula C. Conde, Utility Staff, Development Specialist 

Ms. Joanne Tolentino, Senior Development Specialist, Public Investment Staff 

Ms. Fay Maruh, SEDS, AS-NRP 

 

（6） 日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization ／ JETRO） 

奥村所員 

 

（7） 国際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation ／ JBIC） 

近藤駐在員 

 

（8） 気象水文庁（Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ／ 

PAGASA） 

Dr. Flaviana Hilario, Supervising Weather Specialist 

Ms. Edna Juanillo, Supervising Weather Specialist 

Dr. Aida M. Jose, Chief, Climatology Branch 

Ms. Lourdes V. Tibig, Supervising Weather Specialist 

Mr. Nathaniel A. Cruz, Supervising Weather Specialist 

Ms. Charmie A. Monteverde, Jr. Weather Specialist 

 

- 27 -



（9） 公共事業道路省（Department of Public Works and Highways ／ DPWH） 

Ms. Linda M. Templo, Director III, Planning Service 

Ms. Becky Garsuta, Engineer 

Ms. Charlene B. Blando, Engineer III, EIA Project Office 

池田 裕二道路計画管理専門家 

 

（10） 国連開発計画（United Nations Development Programme ／ UNDP） 

Ms. Amelia D. Supetran, Portfolio Manager, Environment 

Ms. Imee F. Manal, Programee Manager, Climate Change 

Ms. Michiko Suga, Partnerships Advisor 

 

（11） 科学技術省（ Industrial Technology Development Institute, Department of Science and 

Technology ／ DOST-ITDI） 

Dr. Alice B. Herrera, Fuels and Energy Division 

Ms. Suzita S. Oredina, Environmental Division 

Dr. Doris O. Tenorio, Environmental Division 

 

（12） 運輸通信省（Department of Transportation and Communications ／ DOTC） 

Ms. Dolores G. Pna, Supervising, Transportation Planning Service（Patdu Director の代理） 

Mr. Gerazon R. Jayson 

JICA 笹嶋専門家（総合交通政策アドバイザ） 

 

（13） オランダ大使館 

Mr. Jan Willem Cools, First Secretary, Forests & Environment 

Mr. Ariel I. Jayme, Project Officer 

 

（14） 貿易産業省投資委員会（Board of Investments, Department of Trade and Industry ／ 

DTI-BOI） 

E.C. Hernandez 産業計画 Executive Director 

F.A.Vistal 投資促進 Executive Director 

E.F.Arcellana 産業政策 Director 

 

（15） アジア開発銀行（Asian Development Bank／ ADB） 

Mr. Ashok Sarkar, Energy Specialist, Finance and Information Division, Regional and Sustainable 

Development Department 

 

（16） エネルギー省（Department of Energy ／ DOE） 

Mr. C.C. Del Callar Undersecretary 

Mr. L.C. Fernandez 

M.S. Lagang 

玉川 JICA 専門家 

 

（17） Philippine Rural Reconstruction Movement ／ PRRM （NGO） 
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Ramon Faustino M. Sales, Jr. Assistant Director of Technical Services Office 

 

（18） フィリピン開発銀行（Development Bank of the Philippines ／ DBP） 

Mr. Rey Amaury A. Guarin, Assistant Vice President, Climate Change Program Manager at 

Program Management I-DBS 

Ms. Grace D.L. Punsalan, Program Specialist, Climate Change Program at Program Management 

I-DBS 

 

（19） 気候変動情報センター（Climate Change Information Center ／ CCIC） 

Dr. Roberto C. Yap, Project Director, Climate Change Information Center, Manila Observatory, 

Ateneo de Manila University Campus 

Ms. Atty. Angela Consuelo S. Ibay, Program Coordinator 

Ms. Jean S. Laurente, Project Assistant 

Mr. Ammiel M. De Leow, Institutional Division Officer. 

 

 

2.5 予備調査に向けた留意事項 

 

（１） カウンターパート体制の確認 

 カウンターパートの DENR には CDM の専門家は 2 名しかおらず、本格調査の実施にあたっては

IACCC のメンバーである関係省庁、CCIC、NGO 等から調査内容ごとに適切なカウンターパートを

選定する必要がある。カウンターパートの選定は DENR が行うことになっているが、今回の調査で得

られた情報から判断すると、エネルギー省、CCIC、フィリピン開発銀行（DBP）の 3 組織は CDM に関

して知識と強い関心を有しており、カウンターパートに加える必要があるものと思われる。 

 NGO も小規模CDM プロジェクトについて強い関心を有しており、ケーススタディについては NGO

にどのように参加してもらうか検討する必要がある。特にコミュニティベースの小規模 CDM プロジェ

クトでは NGO がプロジェクト実施者、モニタリング実施者等として CDM プロジェクトに主体的に参加

する可能性が高く NGO の参加は必要不可欠である。また、フィリピンにおいて日本企業等が各種の

CDM プロジェクトを円滑に実施していくためには地元 NGO の CDM に対する支持が必要であり、こ

の観点からも NGO との協力関係の構築について配慮が必要である。 

 

（２） DNA 設立及び DNA の Operational framework の進捗状況の確認 

 本格調査に先立ち、UNDP の支援により DNA 設立、その operational framework の作成が行われる

予定になっている。Operational framework は CDM プロジェクトの承認手続き等を含む内容になる予

定であるため、CDM プロジェクト促進に大きな影響を与えるものである。このため、本格調査の立ち

上げを急ぎ、投資促進の観点から日本側の意見を operational framework に反映させていく機会が確

保されるように工夫する必要がある。 

 また、operational framework が CDM プロジェクトの承認手続きについて具体的かつ明確な規定を

作成しない場合には、本格調査の CDM プロジェクト促進政策において承認手続きを明確に規定す

る必要がある。 

 このようにoperational frameworkは本格調査の目的であるCDMプロジェクト促進と密接に関連する

と同時に、その進捗状況に応じて本格調査の業務内容、スケジュールを見直す必要が生じるものと
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思われる。このためその作成状況の把握、日本側の意見反映を担保するため、事前調査において

は本格調査立ち上げまでの間はDENRがJICAに対して進捗状況を適宜連絡すること、JICAの意見

を反映する機会を設けることを合意する必要があるものと思われる。 

 

（３） ケーススタディの対象プロジェクトの選定 

 ケーススタディの対象プロジェクトについては、フィリピンにおいて今後多数の CDM プロジェクトの

実施が期待される分野を選定する必要がある。また、ケーススタディについては、当該分野ごとの専

門家を調査団員に加える必要があるため、事前調査において対象プロジェクト分野を確定させる必

要がある。さらに、ケーススタディを通じて開発されるベースライン･モニタリング方法論を、当該分野

のプロジェクトのフィリピンにおける標準ベースライン･モニタリング方法論として利用可能とするため

には、CDM-EBの新規方法論の審査を受ける必要がある。このため、ケーススタディの対象プロジェ

クトは CDM プロジェクトとして実際に実施する目処のある具体的なプロジェクトを選定することが望ま

しい。 

なお、今回の調査で得られた情報から判断すると、再生可能エネルギープロジェクト（ピコハイドロ

等）と廃棄物処分場またはバイオマスからのメタンガス回収プロジェクトは有力なケーススタディテー

マと思われる。他のアジア諸国でも利用可能な完成度の高いケーススタディ（2 件程度か）を実施し、

方法論では CDM-EB に認められるレベルのもの（JICA 発方法論として CDM-EB に登録する）を想

定するためには、S/Wミッション時に案件の熟度、採算性、CDM適格性に問題のないようなCDMケ

ーススタディ案件を事前にフィリピン側と合意しておくことが大切と考える。そのためには事前調査に

おいて DENR から F/S レベルの熟度を有する候補案件を複数上げてもらう必要がある。 

 

（４） クリアリングハウス運営主体の選定 

 クリアリングハウスの開発及び調査期間中の運用は JICA 調査団が行うが、調査終了後にはフィリピ

ン側が運営する必要がる。このため、事前調査において調査終了後も適切に維持管理、情報のアッ

プデートを行う経営資源と技術的能力を有する組織を特定することが必要である。当該組織に対し

ては、調査を通じてクリアリングハウスの運営、アップデート等の技術移転を行うことになる。 

 比国側にはアセアン諸国の CDM 情報センターとして CCIC を位置付ける考えがあり、他の既存情

報システムとの重複がないことを前提に、CICCをクリアリングハウスとして活用することについて事前

調査において確認することが考えられる。 

 

（５） 検討対象とする温室効果ガス排出係数の選定 

 フィリピン側はフィリピン固有の温室効果ガス排出係数の策定を希望しているが、係数の策定には

文献調査のみでなく、実際の資源について炭素含有量、熱量の測定等の業務を必要とする場合が

多いものと予想される。このため、本格調査の業務量を把握する観点からどのような排出係数につい

てフィリピン側が必要としているのか事前調査において明らかにする必要がある。 

 

（６） ワークショップの実施方法 

 ワークショップについては、すでに多くの CDM 関連ワークショップを開催しており、関係者のメーリ

ングリストを有している CCIC との提携が必要不可欠と思われる。また、ケーススタディについては、

研修を兼ねて行うためにどのような進め方が適切かフィリピン側との意見交換が必要である。 

 

（７） 事業実施を促進するための投資環境の整備 

 CDM 事業の実施を促進するためには、制度整備・人材育成などソフト面の環境整備が大事である。
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しかし、CDM を民間投資のスキーム（ODA については議論のあるところ）と考えるなら、優先セクタ

ー・候補案件に対する削減限界コストと事業の採算性への検討も大事と考える。比国に対する海外

投資（民間）が近年むしろ減少傾向にある中、CDM への民間投資フローが発生したと考えた場合、

比国にはCDM投資により採算性がぎりぎりのレベルまで上がるセクター・候補案件はあるのか、ある

とすれば何なのか、それに対する CDM 投資へのリスクヘッジは何があるのかをまず分析し、その上、

フィリピンにとり必要な投資政策とは何なのかが検討すべきではないかと考える。 
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第 3 章  京都議定書・CDM を取り巻く 近の動向 

 

 1997 年 12 月の気候変動枠組条約（UNFCCC）第３回締約国会合（COP3）において署名さ

れた京都議定書では、我が国を含む附属書Ⅰ国（先進国）について、1990 年を基準年とし、

第１約束期間（2008年～2012年）における温室効果ガス排出削減目標が法的義務として規定

されている（我が国の場合、90 年比 6％の削減が目標）。この目標を達成するための一つの手

段として、いわゆる京都メカニズムの枠組みが京都議定書の中に盛り込まれており、具体的に

は議定書第 6 条に基づく共同実施（JI: Joint Implementation）、議定書 12 条に基づくクリーン

開発制度（CDM: Clean Development Mechanism）、議定書 17 条に基づく排出量取引の３つが

ある。このうち、CDM とは非附属書Ⅰ国（途上国）において附属書Ⅰ国が省エネプロジェクト等

を実施し、当該プロジェクトから得られる温室効果ガスの追加的削減量を第三者機関が認証し

てクレジットを発行し、その全部又は一部を当事者間の合意によって、移転する仕組みであ

る。 

 京都メカニズムは、温室効果ガス排出削減のための限界費用が低い国から高い国に移転す

ることによって、費用対効果の高い排出削減に向けた地球規模の取組を可能にする制度であ

る。とりわけ、既に相当程度の省エネ対策が推進され、温室効果ガスの限界削減費用が諸外

国に比べて高い我が国にとって、京都メカニズム（特に CDM）の活用は目標達成に伴う我が

国経済への影響を 小限にする上で不可欠と考えられている。 

 以下、京都議定書及び CDM を取り巻く 近の動向について UNFCCC 及び COP9 の動き

から概観する。 

 

 

3.1 UNFCCC 

 

京都議定書については米国及び豪州が不参加を表明しているが、わが国をはじめ欧州諸

国、カナダはすでに批准手続きを完了しており（合計で付属書Ⅰ国の排出量の 43.9%）、今後、

ロシアの批准（付属書Ⅰ国の排出量の 17.1%）により議定書発効の条件である付属書Ⅰ国の

排出量の 55％以上に達し発効することになる。 

CDM については、2001 年 11 月の COP7 においてマラケシアコード Decision17/CO7 によ

りその実施規則が定められて以来、急速に準備が進められている。以下に各分野における進

捗状況を示す。 

 

（1） プロジェクトデザインに関する事項 

プロジェクトデザイン（ベースライン方法論及びモニタリング方法論）については、ベースライ

ン＆モニタリング方法論パネルにおいて検討が行われている。2002 年 8 月末にプロジェクトデ

ザインドキュメント（CDM-PDD）のガイドライン Ver.01 が作成された。引き続き同パネルは小規
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模 CDM 用の簡素化された PDD ガイドライン Ver.01 及びインディカティブな簡素化されたバー

スライン方法論及びモニタリング方法論を作成し、これらのガイドライン等はパブリックコメント

聴取手続きを経て、2003 年 1 月の第 7 回 CDM 理事会で承認された。また、同パネルは PDD

ガイドライン（SSC-PDD）Ver.01 の用語集を作成し、第 7 回の CDM 理事会で承認された。３月

に開催予定の CDM 理事会においては、CDM-PDD Ver.01 及び SSC-PDD Ver.01 の見直し

版（Ver.02）の作成について検討を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベースライン方法論及びモニタリング方法論についてはマラケシアコードにおいて個別の

CDM プロジェクトにおいて新たな方法論が提案された場合には、オペレーショナルエンティテ

ィ（OE)は CDM 理事会に報告して CDM 理事会が審査をする旨規定されている。CDM 理事会

は新規の方法論を審査する専門家を募集しており、新規の方法論についてのこれらの専門家

が実質的には審査を行い CDM 理事会に報告することになるものと考えられる。この点につい

ては第 7 回 CDM 理事会で OE の validation において新規方法論について CDM 理事会の審

査を求める手続きが決定され、さらにその決定についての確認が３月 5 日に OEの信任パネル

から示された。これによれば新規の方法論については、OE は記載内容が十分か否かを審査

して、必要な書類が整っていれば OE は内容に関する審査は行わずに直ちに CDM 理事会に

審査を求めることが確認された。また、新規方法論の審査を求めることが出来る OE は、すでに

OEの信認に係る審査チームが選定され新規方法論の CDM 理事会に対する審査請求に係る

書類の管理体制整備が確認された OE のみと規定された。 

 第１回の新規方法論の申請が締め切られ 15 件の申請があった。5 月 22,23 日に開催される

方法論パネルで検討が行われ、6 月 7,8 日の CDM 理事会において議論された。なお、CDM

CDM-PDD Ver.01 の構成： 

A: General description of project activity 

B: Baseline methodology 

C: Duration of the project activity/crediting period 

D: Monitoring methodology and Plan 

E: Calculation of GHG emissions by sources 

F: Environmental impact 

G: Stakeholders comments  

Annexes 

   Annex1: Information on participants in the project activity 

   Annex2: Information regarding public funding 

   Annex3: New baseline methodology 

   Annex4: New monitoring methodology 

   Annex5: Table: Baseline data 
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理事会により承認された方法論は、承認２件（ゴミ処理場で発生するメタンガスの回収、及びＨ

ＦＣの破壊）、条件付き承認５件、不承認８件、書式不備のため差し戻し１件となっている。 

 

表 3-1 新規方法論申請リスト 

方法論の名称 技術分野 提出 

OE 

コメ

ント

NM 0001 – “Vale do Rosario Bagasse 

Cogeneration (VRBC) Project”  (ブラジル) 

バイオマス 

熱電併給 

TÜV 4 件

NM 0002 – “V&M do Brasil Fuel Switch 

Project” (ブラジル) 

製鉄燃料転換 DNV ２件

NM 0003 – “ Construction of new methanol 

production plant (called: M 5000) in the 

Republic of Trinidad and Tobago”  (トリニダー

ドトバコ) 

アンモニア製造プラントから発

生するCO2を利用したメタンノ

ール製造 

TÜV 2 件

NM 0004 – “ Salvador da Bahia Landfill Gas 

Project” (ブラジル) 

廃棄物埋立処分場のメタンガス

回収率向上及び焼却 

DNV 2 件

NM 0005 – “ NovaGerar landfill Gas to Energy 

Project” (ブラジル) 

廃棄物埋立処分場のメタンガス

回収・発電(発電についてはク

レジットは請求せず) 

DNV 0 件

NM 0006 – “ Guatemala El Canada 

Hydoelectric Project”  (グアテマラ) 

水力発電 DNV 3 件

NM 0007 – “ HFC Decomposition Project in 

Ulsan”  

(韓国) 

HCFC22 の生産に際して副産

物として生じる HFC23 の回収

及び破壊 

JQA 1 件

NM 0008 – “Peñas Blancas Hydroelectric 

Project”  

(コスタリカ) 

水力発電 DNV 3 件

NM 0009 – AT Biopower Rice Husk Power 

Project in Thailand – Displacement of grid 

electricity (タイ) 

バイオマス発電による系統電

力の代替 

DNV 2 件

NM 0010 – “Durban Landfill-gas-to-electricity 

project” (南アフリカ) 

廃棄物処分場からのメタンガス

回収強化及び発電 

TÜV 1 件

NM 0011 – “26 MW Bagasse / Biomass based 

Cogeneration Power Project” (インド) 

バイオマス発電 TÜV 7 件

NM 0012 – Wigton Wind Farm project  風力発電 SGS 2 件

NM 0013 – FELDA Lepar Hilir Palm Oil Mill パームオイル工場嫌気性排水 中央 受付
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Biogas Project in Malaysia  (マレーシア) 処理装置から発生するメタンガ

ス回収及び発電 

青山 中 

NM 0014 – AT Biopower Rice Husk Power 

Project in Thailand – Displacement of steam  

(タイ) 

バイオマス発電による蒸気の

代替 

DNV 0 件

NM 0015 – AT Biopower Rice Husk Power 

Project in Thailand – Methane avoidance  (タ

イ) 

バイオマス発電によるメタンガ

ス発生の抑制 

DNV 1 件

注：TÜV は TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH (TÜV Süddeutschland)  

   中央青山は ChuoAoyama PwC Sustainbility Research Institute Corporation. (formally, 

Chuo Sustainability Research Institute Co. Ltd. (CSRI))  

JQA は Japan Quality Assurance Organisation (JQA)  

DNV は Det Norsk Veritas Certification Ltd. (DNV Certification Ltd)  

 

（2） 小規模 CDM に関する事項 

 下記の小規模 CDM については COP7 の Decision17 において、早急に立ち上げることが必

要との判断から簡素化措置を講ずることが合意され、具体的な簡素化措置を COP8 で決める

ことが合意された。小規模 CDM の要件は以下のとおりである。 

・ 15MW 以下の再生可能エネルギープロジェクト 

・ 15GWh/年以下の省エネルギープロジェクト 

・ 15ktCO2/年以下の他のプロジェクト 

 これを受けて CDM 理事会は小規模 CDM パネル（通称 SSC Pane1 別添資料 5、SSC Panel 

TOR 参照）を設置した。小規模 CDM パネルは 2002 年 5 月から検討を開始し 2002 年 7 月に

小規模 CDM に係る簡素化措置を CDM 理事会に報告した。その後、パブリックコメントの聴取

手続きを経て、2002 年 10 月の第 6 回 CDM 理事会で検討され、COP8 において了承された。

この報告に加えて既述の方法論パネルが作成した小規模 CDM 用の簡素化された PDD ガイ

ドラインVer.01及びインディカティブな簡素化されたバースライン方法論及びモニタリング方法

論が 1 月の CDM 理事会で承認され、一連の小規模 CDM に係る簡素化措置の内容は全て

決定された。 

 

 なお、小規模 CDM の簡素化された措置の主要な内容は次のとおりである。 

1) 手続きの簡素化 

小規模 CDM の validation、verification 等の手続きは基本的には簡素化せずに通常の

CDM と同じ手続きを要求される。唯一簡素化された点は、小規模 CDM に関しては CDM 理事

会の承認なしに validation と verification を同一の OE に依頼できることとした点である。 
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2) ベースライン方法論 

 ベースライン方法論に関して、インディカティブリストに示された小規模 CDM については以

下に示すバリアのうち 1 つ以上のバリアが存在することを証明すればプロジェクトは実施されな

いと見なすこととなった。 

・ 投資バリア：経済的に CDM プロジェクトケースよりもより魅力的なケースは、より多くの

GHG 排出量をもたらすこと。（CDM プロジェクトケースは投資採算性が他のケースと

比較して悪い。） 

・ 技術的バリア：CDM プロジェクトケースに比較して技術的に劣る技術が性能の不確実

性や市場への浸透度の観点からリスクが小さく、これらの技術はより多くの GHG 排出

量をもたらすこと。（CDM プロジェクトケースは技術的リスクが高い。） 

・ 普及している習慣によるバリア：普及している習慣や既存の規制、政策的要求がより

GHG 排出量が多い技術の実施をもたらしていること。（CDM プロジェクトケースは習

慣や規制により実施が阻害されていること。） 

・ その他：組織・体制面のバリア、情報入手・経営資源・組織の能力・資金調達力・技術

の習得能力のバリア等のための、GHG 排出量が多いプロジェクトケース以外の活動

が実施されること。 

 また、リーケージについては、小規模 CDM では原則として考慮する必要はないことになって

いるが、設備が他の場所から移設された場合（たとえば太陽光発電装置や風力発電装置が他

の場所から移設されただけの場合には GHG 排出量の減少は生じない等）については考慮す

る必要がある。また、バイオマスプロジェクトについても、CDM のシンクプロジェクトの取り扱い

が決まっていないためリーケージを考慮する必要がある。 

 

3) インディカティブな簡素化されたバースライン方法論及びモニタリング方法論に記載され

ているプロジェクトタイプは以下のとおりである。 

タイプⅠ：再生可能エネルギー 

Ⅰ.A: Electricity Generation by the User 

Ⅰ.B:  Mechanical Energy for the User 

Ⅰ.C： Thermal Energy for the User  

Ⅰ.D： Electricity generation for a Grid 

タイプⅡ：エネルギー効率改善（省エネルギー） 

Ⅱ.A：Supply side energy efficiency improvement- transmission and distribution 

Ⅱ.B：Supply side energy efficiency programs for specific technologies 

Ⅱ.C：Demand side energy efficiency programs for specific technologies 

Ⅱ.D：Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities 

Ⅱ.E：Energy efficiency and fuel switching measures for building 

タイプⅢ：その他 
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Ⅲ.A：農業 

Ⅲ.B：化石燃料の転換 

Ⅲ.C：低 GHG 排出車による排出削減 

Ⅲ.D：メタン回収 

 

4) バンドリング及びデバンドリング 

 小規模 CDM では、小規模 CDM プロジェクトを複数束ねてプロジェクトデザイン、validation、

verification 等の手続きを行うことを認めており、これをバンドリングと呼んでいる。このバンドリン

グの上限は、小規模プロジェクトの定義の範囲内に限定されている。一方、デバンドリングは

小規模 CDM の定義を上回る規模の CDM プロジェクトを小さなプロジェクトに分割して小規模

CDM の規定を利用しようとするものである。これについては、次の 4 つのチェック項目が設けら

れ全ての項目に該当する場合はデバンドリングと認定され小規模 CDM の規定は適用されな

いこととなった。 

・ 同一のプロジェクト実施者 

・ 同一のプロジェクト分類及び技術 

・ 過去 2 年以内に登録されていること 

・ も接近しているプロジェクト境界が 1km 以内にある場合 

 小規模 CDM 用の PDD ガイドライン（SSC-PDD）は、方法論パネルが作成したが、その内容

は次のとおりである。既述した PDD の内容と比較すると基本的な目次は同一であり、異なる点

は Annex の内容が新規のベースライン方法論、モニタリング方法論、ベースラインデータの 3

項目が削除されたことである。これは、小規模 CDM については、インディカティブリストが作成

されてベースライン及びモニタリング方法論が明記されているためである。 

A: General description of project activity 

B: Baseline methodology 

C: Duration of the project activity/crediting period 

D: Monitoring methodology and Plan 

E: Calculation of GHG emissions by sources 

F: Environmental impact 

G: Stakeholders comments  

Annexes 

   Annex1: Information on participants in the project activity 

   Annex2: Information regarding public funding 

 

（3） オペレーショナルエンティティ（OE）の指定に関する事項 

 OE の指定については COP が行うことになっており、COP7 においては COP8 において 初

の OE 指定を行うことになっていた。しかしながら COP8 までには OE 指定のための信認手続き
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が間に合わなかったため、COP8 において暫定的に CDM 理事会が信認手続きを行った OE

については暫定的にOE業務を行うことが認められた。OEの信認に関する事項は、CDM理事

会のもとに設けられた信認パネルが検討を行っている。2002 年 9 月に信認パネルは OE の登

録を京都議定書の付属書 A Sectors/sources に基づき下記のスコープごとに行うことを決めて

いる。このスコープ作成を踏まえて、OE の申請受付は 2002 年 9 月から開始された。 

 信認パルは OE の審査業務を行う専門家を募集し、これらの専門家によるチーム

（CDM-AT）により審査業務を実施している。また、信認の手順と基準として Procedural 

guidelines for accrediting operational entities by the executive board of the clean development 

mechanism を作成した。OE 申請者については第 7 回 CDM 理事会の決定に基づき名称と申

請中のスコープを公表することとなり、2003 年 2 月 4 日から公表されている。これによれば現在

申請中の OE は欧州が 4 法人、日本が 6 法人、韓国が 1 法人となっている。非付属書Ⅰ国か

らの OE 申請は韓国企業が第 1 号である。非付属書Ⅰ国の申請企業については OE 申請時

点における申請料金（15,000 米国ドル）を 50％に割引き、信認が得られた時点で残りの 50％

を支払うように特例措置が設けられている。OE 申請者は申請料金のほかに OE の事務所審査、

審査現場の立会い審査等のたびに審査チームの旅行費用としてビジネスクラスの飛行機代及

び 4 星クラスホテルの宿泊料を負担することになっている。 

現在 OE 申請中の 11 法人の名称とスコープを以下に示す。 

 

表 3-2 OE 申請中の法人リスト 

法人名 
所在地

域 
審査分野 

パブリック

コメント 

方法論 

審査請

求 

TÜV Anlagentechnik GmbH  欧州 全分野 受付中 ― 

PricewaterhouseCoopers Certification B.V. 欧州 全分野 なし OK 

Korea Energy Management Corporation  韓国 1,4,5 １件 OK 

BVQI Holdings Ltd.  欧州 全分野 なし OK 

SGS UK Ltd. (SGS = Société Générale de 

Surveillance)  

欧州 全分野 なし OK 

Asahi & Co.  日本 全分野 なし OK 

Japan Consulting Institute (JCI)  
日本 1,2,4,5,9,10,

13 

なし OK 

Tohmatsu Evaluation and Certification 

Organization (TECO)  

日本 1,2,3,4,6,9,1

3 

なし OK 

TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb 

GmbH (TÜV Süddeutschland)  

欧州 全分野 なし OK 

ChuoAoyama PwC Sustainbility Research 日本 1,2,3,7 なし OK 
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Institute Corporation. (formally, Chuo 

Sustainability Research Institute Co. Ltd. 

(CSRI))  

Det Norsk Veritas Certification Ltd. (DNV 

Certification Ltd)  

欧州 全分野 なし OK 

Japan Audit and Certification Organisation 

for Environment and Quality  

日本 5 以外全分

野 

なし OK 

Japan Quality Assurance Organisation 

(JQA)  

日本 1,4,5,8,9,11,

12,13 

なし OK 

 

 

４）その他 CDM の実施に関する事項 

 CDM 理事会は第 6 回理事会において CDM プロジェクトの登録料を次のように定めている。 

 

表 3-3 CDM プロジェクト登録費用 

年間平均 CO2 換算削減量 US$ ＊１ 

15,000 以下 5,000 

15,000～50,000 以下 10,000 

50,000～100,000 以下 15,000 

100,000～200,000 以下 20,000 

200,000 超 30,000 

＊１：The registration fee paid will be deducted from the share of proceeds for administration 

due at issuance of CERs. 

 

CDM 理事会は CDM 登録簿の作成準備を進めている。第８回 CDM 理事会において CDM

プロジェクト登録に関する規定（別添資料 9 参照）を検討する予定となっている。 

 京都議定書批准国のCDMについてのナショナルオーソリティーの指定状況は次の表のとお

りであり、ラテンアメリカ諸国の準備が進んでいる状況がうかがえる。 

 このように UNFCCC レベルでの GHG 排出削減プロジェクトに関する CDM のルール及び実

施体制は概ね整備された状況にある。 
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表 3-4 ナショナルオーソリティーの指定状況 

Country Name of Organziation Name of contact person 

Argentina 
Oficina argentina del Mecanismo para un 

Desarollo Limpio 
 

Bolivia 
Programa Nacional de Cambios Climáticos - 

Oficina de Desarrollo Limpio 
 

Brazil 
Comissão Interministerial de Mudança Global 

do Clima 

Mr. Jose Domingos 

Gonzalez Miguez 

Colombia Ministerio del Medio Ambiente  

El Salvador 
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  
Mr. Mauricio Ayala 

Germany 
Federal Ministry for the Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Safety 

Mr. Franzjosef Schafhausen

Mr. Thomas Forth 

Morocco 

Comité National MDP,  

Direction du Partenariat, de la 

Communication et de la Coopération 

 

The Netherlands 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the 

Environment 
Mr. Pieter Van Geel 

Nicaragua 
Oficina Nacional de Desarrollo Limpio y 

Cambio Climático 
 

Peru Consejo Nacional del Ambiente Ms. Patricia Iturregui 

Uruguay Unidad de Cambio Climático (UCC)  

 

 

3.2 COP9 

 

 気候変動枠組条約第９回締約国会議（COP9）へ向けた非公式事前会合が 2003 年 10 月 6

日、COP9 議長に就任予定のハンガリーの主催によりローマで開催され、日本を含む 31 か国

と EC が出席した。会合は 2003 年 12 月 1 日から 12 日までミラノで開催される予定の COP9

の閣僚級円卓会合の進め方について意見交換を行うことを目的としたものである。 

 閣僚級円卓会合で議長国ハンガリーの提案により、①気候変動、適応、緩和及び持続可能

な開発、②技術、③評価の３つの議題を取り上げることが決まったほか、閣僚級円卓会合は交

渉ではなく政治レベルでの自由な議論を促進する内容とすることが合意された。 
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 また、意見交換の過程では、2013 年以降の温暖化対策の国際的制度のあり方が話題となり、

中国が先進国と途上国の効果的参加が議論されるべきとの前向きの姿勢を示したほか、アル

ゼンチンも 2008 年から 2012 年までの京都議定書の第１約束期間終了後の制度のあり方につ

いて前向きな途上国を巻き込んだ形で開始すべきとの見方を表明した。京都議定書は「2005

年末までに議論を開始する」としているが、途上国の排出削減義務についての議論が出ること

を警戒して、早期の議論開始に反対してきた背景がある。ただし今回の会合では産油国や一

部の途上国が「先進国側がまず条約上の約束実施につき実績を示すべし」との従来の立場を

繰り返す光景も依然として見られた。 

 COP9 では GEF の活動報告、各国の NC 報告、キャパシティビルディング・技術開発・技術

移転に関する報告の以外に、植林・再植林活動等いわゆる吸収源 CDM の定義及び手続きの

合意が 大の焦点と考えられている。特に再植林の基準年、非永続性、ベースライン、追加

性、社会経済･環境影響の分析･評価等の論点に関しては各国から様々な提案が出ており、

複数の選択肢を含む交渉用テキストが作成され、合意を目指すアプローチが予想されている。

なお、吸収源 CDM については積極的に推進する立場の日本、カナダ、中南米諸国等と、慎

重な EU 及び一部の途上国との対立がある中で、COP9 での合意に向けてなお多くの論点が

残されている。 

 

（1） COP9 に向けた植林・再植林に関する検討状況 

 

 植林等の吸収源 CDM の取扱いについては、2001 年 11 月の COP7 でのマラケシュ合意の

中で、第１約束期間において新規植林及び再植林（afforestation and reforestation）を対象と

すること、取得できるクレジットの上限を基準年排出量の 1％とすることが合意されたが、その

定義や具体的な手続き（definition and modalities）については、更に SBSTA で検討し、2003

年 12 月の COP9 で採択のうえ、京都議定書の第１回締約国会合（COP/MOP１）で正式に決

定することとされている。 近の動きと今後の予定は以下のとおり。 

・ ２００３年１月 条約事務局がオプション・ペーパー公表 

・ ２月 ワークショップ（ブラジル）  

・ ３月 各国が吸収源 CDM の Annex 案を提出 

・ ４月 条約事務局が各国意見を踏まえ Annex のテキスト案作成 

・ ６月 ＳＢＳＴＡ１８（ドイツ）で協議 

・ １２月 ＣＯＰ９／ＳＢＳＴＡ１９で吸収源 CDM の Annex 案を採択予定 

 

（1） 植林及び再植林に関する主要な論点(4 月時点のもの) 

1） 定義 

「森林」及び「新規植林」の定義について、国内吸収源と同様（注１）とすることがほぼ合意さ

れている。一方、「再植林」の定義については、基準年（当該基準年の時点で森林で無かった
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土地に植林することを再植林とする）を、途上国においては森林簿の情報が不足している等の

理由で 1989 年末時点で森林であったか否かを判定することが困難であることから、基準年を

より 近の年次（例えば 1999 年末）に変更すべきとするカナダ、日本、コロンビア等と、先進

国の国内吸収源の定義と同様に 1989 年末とすべきとする途上国、EU を始めとする大多数の

国との間で意見の相違がある。 

 （注１）マラケシュ合意における国内吸収源に係る定義は以下のとおり。 

 「森林」： ① 小面積0.05～1.0ha、② 小樹冠率10～30％、③成木の 小樹高2～5m を

すべて上回るもの、「新規植林」：過去 50 年間森林でなかった土地を森林に転換する行為 

 

2） 非永続性 

 非永続性の問題（CDM として植林・再植林された森林が、その後、山火事や伐採等により

消失してしまった場合への対処の問題）は、吸収源 CDM 事業に特有の問題であり、既にマラ

ケシュ合意でルールが決まっている排出削減型の CDM とは異なった扱いが必要となる。 

 非永続性への対処方法としては、①発行されるクレジット（CER）を有効期限付きのものとす

る方法（ＥＵ等が提案）、②将来の森林喪失に対して保険をかける方法（カナダが提案）の２つ

が有力な選択肢となっている。① のアプローチのみを認めるべきとする主張と、①、②の双方

のアプローチを事業の実態にあわせて選択できるようにすべきとの主張があり、我が国は後者

の立場。 

 

3） その他（【 】内は我が国の主張）  

① ベースライン 

 プロジェクトが無い場合の吸収量が基本。将来の社会経済的状況の変化やこれに伴う土地

利用変化のシナリオ策定の必要性の有無について議論。【排出源 CDM と同様とすべきであ

り、将来の土地利用変化のシナリオ策定等の追加的な要件を課すべきでない】 

 

② 追加性 

 ベースラインに対する炭素の追加的吸収を要件とするか、資金面、制度面、あるいは炭素吸

収以外の環境面等の追加性を求めるかで議論がある。【排出源 CDM と同様の考え方で、ベ

ースラインに対する炭素の追加的吸収とすべきであり、その他の追加的な要件を課すべきで

ない】 

 

③ クレジット発生期間 

 排出源 CDM のクレジット発生期間よりも長いことが必要との意見が大勢であるが、具体的な

年数には様々な意見がある。【① ２０年、４回更新可（ 大１００年）、又は②５０年、更新不可

のいずれかを選択】 
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④ リーケージ 

 リーケージの計測対象範囲、リーケージが大きいと想定されるプロジェクトの取扱い等につい

て議論。【排出源 CDM と同様に、プロジェクトに直接起因し、計測可能なもののみを対象とす

べき。但し、排出量・吸収量の双方を考慮すべき。】 

 

⑤ 社会経済的・環境的影響 

 排出源 CDM と同様にホスト国の判断事項とするか、新たにチェックリスト、ガイドライン等の

国際的評価基準を作成するか。【環境影響に加え社会的・経済的影響も考慮することは可。

但し、チェックリストや国際的基準は不要であり、ホスト国が判断すべき。】 

 

（別記）  

EU 提案（temporary CERs）  

・ シンク CDM プロジェクトで発生したクレジット(TCER)は、それが発行された約束期間

における目標達成のためにのみ有効。従って、TCER は、発行された約束期間内に

国の償却口座（retirement account）に移行され、次期約束期間への繰り越しは出来

ない。 

・ TCER は発行後５年間で失効する。 

・ TCER が失効した後は、当該 TCER に相当する量の他のクレジット（AAU、CER、

ERU 又は RMU）により補填されなければならない。 

・ また、TCER の失効に伴って、もとの森林が残っていれば、その炭素蓄積量に応じて、

TCER を再発行することが出来る。 

 

カナダの考え方（保険付ＣＥＲ）  

・ 保険アプローチとリスク管理アプローチを取る。 

・ 保険アプローチでは、伐採、火災等による森林の消失分の CER を、保険会社が京

都クレジット（AAU、通常の CER 等）により補填する。 

・ リスク管理アプローチでは、プロジェクト参加者自身が組んだポートフォリオの中に、

当該吸収源プロジェクト、他の吸収源プロジェクト、近隣の CDM プロジェクト等をコン

ポーネントとして配置し、当該吸収源 CDM プロジェクト起源の CER が消失した場合

には、他のコンポーネント起源のクレジットで補填する。 

・ カナダは、TCER も認めつつ、選択肢の一つとして保険付 CER もあるとの立場。 

・ 主な手順 

-プロジェクト事業者は、OE に保険付 CER が有効であることを証明する文書を送付 

-OE は、保険付 CER を認証、CDM 理事会が保険付 CER を発行。 

-プロジェクト事業者は、森林の消失等があった時点で、OE に炭素の消失を連絡。

OE は CDM 理事会に連絡。OE は、プロジェクト事業者の炭素消失量の計測報告

- 43 -



をもとに、炭素消失量を査定。 

-炭素消失の連絡を受けた CDM 理事会は、当該 CER の移転等を禁止。 

-保険会社が当該 CER と同量のクレジットを補填。その後、CDM 理事会は当該

CER を無効とする。 
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第 4 章  面談記録 

 

4.1 日本大使館 

 

2003 年10 月21 日（火）16 時～16 時45 分 

出席者：日本大使館 齊藤一等書記官 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

調査団より対処方針資料に基づき本案件について説明を行い、次のようなコメントがあった。 

フィリピン政府の京都議定書の批准はこの開発調査実施の必須条件となるのか、ODA の CDM プ

ロジェクトへの利用についてはどのような状況か、パイロットプロジェクトはどのような内容を考えてい

るか。CDM プロジェクトは発電セクターが中心であり、特にガス燃料転換の民間投資案件があるな

ど候補なのではないか。 

これらに対し調査団より、京都議定書の批准は行われるべきと考えているが、CDM プロジェクトへ

の投資促進を主要な目的としている関係上、投資家への情報提供等は先行して実施しておく必要

があるため、本開発調査開始の前提条件とまでは考えていないこと。ODA の利用については国際

的な動向より考えると困難な状況であるが、まだ日本政府としてはODAを利用できるよう交渉を継続

中であること。本開発調査内のパイロットプロジェクトについては、2 年間程度の調査期間内で実際

の CDM プロジェクトをモニタリングまでを含めて完結させることは難しいことから、JICA や世銀の他

案件（地方電化等）を実例に取るなどして実際のプロジェクトの形に近い形でケーススタディ（机上）

を行うことを考えている旨を回答した。 

 

 

4.2 JICA フィリピン事務所 

 

2003 年10 月22 日（水）9 時 30 分～10 時 

出席者：JICA フィリピン事務所 中垣所長、杉山所員 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 調査団より対処方針資料に基づき説明ののち、事務所より以下のコメントがあった。 

 天然資源環境省（DENR）をはじめフィリピン政府機関全体の特徴として、法制度の整備は先行して

いるがその実行が不十分な点が多い。本案件も DENR が全体論を了解したとしても、調査の実施体

制、方法等の段階で手詰まりになることがないよう注意すること。また局長クラスだけでなく次官クラ

スへの説明も行うべきであること。ASEAN 諸国での CDM キャパビルはどのように進める計画になっ

ているのか。本案件が順調に進んだと仮定して、その後は何につながるのか。京都議定書の批准

が遅れているのは何故か。本格調査の開始が想定される次年度の DENR の予算を確認しておく必

要があるのではないか。他省庁との連携も良く考慮すること。 

 これらに対し調査団より、調査の実行段階で人材不足が露呈したエネルギー省電力キャパビル案

件での経験もあり、DENR に対しても留意するようにしたいこと。ASEAN 諸国への CDM キャパビル

については、WSSD におけるタイプ２約束文書及び経済産業省の GAP スキームのもと、経済産業省
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が NEDO、AOTS、JODC、JICA、JETRO 等の実施機関を活用しながら進めているところであり、フィ

リピンについては JICA を中心に準備を行っているところであること。本開発調査の次への繋がりに

ついては、まずは民間投資がCDMプロジェクトへ流れてくることを期待する（JICAが直接CDMプロ

ジェクトを実施するものではない）こと、また JICA や世銀が実施している地方電化プロジェクトに関し

て CDM を適用できる可能性があること。フィリピン政府の京都議定書の批准が進まないのは、特に

問題があって停滞しているわけではない（京都議定書は途上国に規制がかかるものではなく、投資

への機会が増えるものと理解）と認識していることを伝えた。 

 

 

4.3 国家経済開発庁（NEDA） 

 

2003 年10 月22 日（水）11 時～11 時45 分 

出席者：Ms. Vioula C. Conde, Utility Staff, Development Specialist, Ms. Joanne Tolentino, Senior 

Development Specialist, Public Investment Staff, Ms. Fay Maruh, SEDS, AS-NRP 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 調査団より訪問目的を説明ののち意見交換を実施した。なお、DENR-EMB との協議を受け、要請

書が NEDA 宛てに提出されることとなるが、開発調査を開始するための前提条件となるため優先的

に対応願いたい旨依頼した。意見交換の概要は以下のとおり。 

・ 京都議定書の批准については現在、上院にて審査中。DNA の指定は年末の予定。 

・ IACCC の運営は DENR が議長、DOST が共同議長を務めている。NEDA はメンバーで

National/ Sectoral policy を担当している。 

・ ステアリングコミッティ（IACCC）には政策と技術の 2 つのワーキンググループがある。土地利用

（吸収源分野）については IACCC にてワークショップがあった。 

・ CDM に関するキャパシティビルディングが必要である。IACCC/CCIC において project 

approval/ baseline study/ monitoring 等 CDM の技術的部分に関する一連のトレーニングがある

が、十分ではない。既存のキャパビルについては CCIC の Dr. Yap に尋ねるとよい。 

・ エネルギーセクターのうち、再生可能エネルギー分野が CDM の優先分野と考えている。 

・ UNDP/ World Bank/ ADB から支援を受けている。 

・ Sustainable Development の指標については Enhancing Philippines Challenge to 21（アジェンダ

21）にある goal elements を改定中である。 

・ NEDA はすべての ODA に責任を有しており、ODA の CDM プロジェクトへの流用（ダイバージ

ョン）に関心を持っている。ODA investment と CDM の関係及び日本政府の stance はどうか。

CDM には排出・環境・投資上の追加性要件がある一方、CER という将来価値が生じる。ODA ダ

イバージョンに必ずしも反対しない。これに対し調査団より、CDM プロジェクトに対する ODA ダ

イバージョンの共通認識は必ずしもできていないが、ODA による CDM キャパシティビルディン

グは認められているとの回答した。 

 

（入手資料） 

・Agenda21 
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4.4 天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB） 

 

2003 年10 月22 日（水）14 時～15 時 

出席者：Ms. Joyceline A. Goco, Chief, EMB、大田 JICA 専門家（環境政策） 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

予め用意しておいた質問票に沿って、以下の点につき確認した。 

・ 京都議定書の批准について、昨日（10月21日）上院の第2ヒアリングを終了し、次週にも上院で

承認される目処が立った。 

・ CDMプロジェクトの承認制度について、承認制度及び作業枠組を含めたDNA設立に関する提

案しているところであり、正式には DAO（Department Administrative Order）（大領領命令

（Presidential Administration Order）？）の発行という形で決定される。DNA の主な管轄組織とし

てDENRが事務局を務めることになるが、メンバーはその他関係機関も含めて構成される。個別

の CDM プロジェクトの承認にあたっては、IACCC の場（関連省庁や NGO 等が参加）でレビュ

ーを行ったのち、DNA である DENR が承認（押印）する形態が想定されている。 

・ DNA 設立にあたっては、UNDP（オランダ資金）の支援（フェーズ 1）を受けることになっていると

のことであり、プロジェクトのプロポーザルが提供された。 

・ IACCC について、DENR の他、DOE、民間セクター、貿易促進・運輸・通信セクター、NGO 等

様々な組織から構成されており、事務局、議長の他、エネルギー・森林の 2 つの技術委員会

（technical committee）が存在する。 

・ 最近の活動について、CCIC を通して、UNEP の援助の下、能力開発プロジェクトとして、中央・

地方政府の職員、DNB・DUB・SGS などのローカル・カウンターパート、開発銀行職員に対して、

CDM の知識啓蒙から PDD や持続可能な開発など技術的事項まで様々な研修を提供している

（研修の詳細はCCICのパンフレット参照のこと）。関係省庁のハイレベルの人材に対するブリー

フィングも実施した。また、UNDP と協力して CDM 能力開発に係る調査も進めている。 

・ CDM の専門家はフィリピンにはあまりいないとしながらも、専門家のリストを提供するとの発言が

あった。OE（Operational Entity）に関してフィリピンにはローカルなOEはないが、国際的な監査

法人のローカルパートナーがいる。 

・ GHGインベントリーはIACCCの事務局において協議及びデータ収集が行われているが、デー

タ収集の状況はあまりスムーズではない。（どのようなデータを収集すべきであるかを取りまとめ、

ディスクを配布してデータ入手に務めているとのこと。この作業のレファレンスマニュアルを作成

している） UNDP-GEF の支援の下、GHG インベントリーのデータ収集のマニュアルを作成す

るなど、National Communication の開発が進められている。GHG 排出係数のうち、農業セクター

のみローカルデータを整備したところである。レファレンスマニュアル及び収集したデータを後

ほど提供するとのことであった。 

・ DENR-EMBにはCDMの専門官は２名であり、今後順次増員してきたい。DENRにおけるCDM

の責任者はメティン次官とのことである。 

・ CDM プロジェクトの可能性の高いセクターについて、エネルギー（特に再生可能エネルギー、

省エネルギープロジェクト）やLULUCF（土地利用・林業）のプロジェクトが考えられる。LULUCF

のプロジェクトについては COP9 の結果を待っているところである。なお、フィリピンにおける

CDM プロジェクトとしては世銀 PCF の間で、風力１件・コジェネレーション２件について実施の

合意（Letter of no objectionを発行）があり、Carbon Neutral Fundとピコ水力案件の協議を行って
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いる。 

・ 最近のドナーの支援について、上記（UNEP、UNDP、オランダ）の支援の他、世銀によるピコ水

力・風力発電など、カーボンニュートラルプログラムや CDM と再生可能エネルギー分野を併せ

たプロジェクトなどがある。また、ASEAN 国との協力として、ベトナムと能力開発プログラムや

GHG 緩和のプロトタイプ・プログラムを実施している。 

・ JICA には、DENR 及び関係機関、地方政府における CDM に関する能力開発、専門家育成の

支援を期待している。特に、アカウンティングや CDM のモニタリング・評価、PDD 等の技術的事

項についてお願いしたい。また、エネルギーなどの小規模プロジェクトを活用したプロトタイプ・

プロジェクトを通した CDM 実施プロセス及びベースライン手法等の技術移転を期待している。 

 

 

4.5 日本貿易振興会（JETRO）マニラセンター 

 

2003 年10 月22 日（水）16 時～16 時45 分 

出席者：奥村所員 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、青山団員 

 

 調査団より訪問の目的を説明し、意見交換を行った。 

・ 前回の JICA 調査団（2003 年 8 月）以降、目新しい動きはない。 

・ 2004 年 5 月頃大統領選の予定があり、大統領が変われば行政トップも変わる。それまでに本件

JICA 調査を先方と合意することはよい。 

・ DENR-EMB のアマドール局長は大臣に直接話せる人物で次官クラスでなくとも特に問題はな

い。 

・ 他のアジア諸国での CDM キャパビルの状況はどうなのかとの問いに対し、アジア諸国に対す

る JICA の CDM キャパビルの開発調査はフィリピンが初めてであると調査団より説明した。 

 

 

4.6 国際協力銀行（JBIC）マニラ駐在員事務所 

 

2003 年10 月22 日（水）16 時～16 時45 分 

出席者：近藤駐在員 

JICA 調査団 後藤団員、近藤団員、湯本団員 

 

 JICA より対処方針資料に基づき概要を説明するとともに、意見交換を行った。 

・ JBIC マニラ事務所としても、現地にてドナー等の実施する CDM セミナーに参加し、情報収集を

行っているところである。 

・ CDM キャパビルを行うのは重要だが、果たしてフィリピンにおいて排出権に関わる具体的な案

件があるのか疑問である。フィリピンは資源が少ない上、インフラが未整備な為に民間投資のイ

ンセンティブが低い。（それに対して、調査団から小規模発電や地方電化に絡めて具体的案件

も検討したい旨説明した。） CDM プロジェクトの基幹となる投資環境そのものの課題も重要だと

考える。 
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・ 日本企業のフィリピンに対する投資額は減少傾向にあるが、フィリピン政府の説明によるとこれ

までインフラ型の投資であったものが、ソフト型（コールセンター等）に変化しているものであり、

雇用創出の観点では変化はないとのことである。 

・ 日本企業との調整を行っているのか。（今回の調査団では日本企業と面談する予定はないが、

日本において経済産業省フィリピンエネルギータスクフォース、DOEキャパシティ・ビルディング

に関する開発調査等を通して日本企業の意見もヒアリングしており、今後は CDM についても意

見聴取したいと説明した） 

・ JICA と METI にて 11 月 5，6 日にマニラで開催する、投資促進セミナーへの招待状を JBIC へ

送付することとした。また、CDM についての情報交換を適宜行うこととした。 

 

 

4.7 気象水文庁（PAGASA） 

 

2003 年10 月23 日（木）8 時～9 時 

出席者：Dr. Flaviana Hilario, Supervising Weather Specialist, Ms. Edna Juanillo, Supervising Weather 

Specialist, Dr. Aida M. Jose, Chief, Climatology Branch, Ms. Lourdes V. Tibig, Supervising 

Weather Specialist, Mr. Nathaniel A. Cruz, Supervising Weather Specialist, Ms. Charmie A. 

Monteverde, Jr. Weather Specialist 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 調査団より訪問目的を説明ののち、質問票に基づき意見交換を行った。 

・ PAGASA はフィリピンを代表して IPCC の活動に参加しており、COP の SBSTA(Subsidiary Body 

for Scientific and Technological Advice)にも参加している。また以前は UNFCCC のフォーカルポ

イントでもあった。現在は IACCC の副議長（PABASA が所属する DOST が副議長をしている。）

をしている。このように PAGASA は地球温暖化の科学的な側面を担当している。 

・ 温暖化問題にかかる活動としては、米国の支援（country study）を受けて 1994年の GHG インベ

ントリー（第 1 回ナショナルコミュニケーション）を作成し、アップデート作業も行っている。現在、

第2 回ナショナルコミュニケーションの作成・提出を準備中である。（第1 回ナショナルコミュニケ

ーションは CCIC がとりまとめを担当した。第 2 回ナショナルコミュニケーションの作成責任機関

は未定であるが、IACCC になるのではないか。） 

・ これまでに climate change information monitoring system, エルニーニョアセスメント、mitigation 

and adaptation assessment of agriculture 等を行うとともに、温暖化問題にかかるワークショップの

開催、ポスターの作成等も行っている。各省が作成する温暖化対策に関する分野ごとの分析に

ついて技術支援を行っており、予算（ドナー援助）があれば分野ごとの分析の統合化及びより詳

細な分析を行いたい。 

・ フィリピンにおいて最も懸念している温暖化問題は、エルニーニョ発生に対する影響である。エ

ルニーニョは水資源、水力発電等に大きな影響を与える。温暖化がエルニーニョ発生に与える

影響については調査研究報告を作成しているが、今後予算があれば簡単な冊子等も作成した

い。 

・ PAGASA は 1990 年に風力･太陽エネルギーマッピングの第 1 回アセスメントを行った。風力発

電等を開発しようとする企業等はPAGASAに風況データや日照データを求めてくる。（全国にあ

る 60 箇所程度の気象台よりデータを入手している）  
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・ フィリピンにおける再生可能エネルギーの中では、水力発電が最も有望なエネルギーと考えて

いる。 

・ 予算が少ないため小規模ではあるが、GIS ベースの気候変動情報モニタリングシステム（降雨

量、風況、日射、災害等）の開発を行っている。 

・ PAGASAは、JICAのナショナルインベントリー研修コース、気候変動研修コースに職員を参加さ

せている。 

・ ASEAN 諸国との間で LULUCF の研究を行っている。 

 

 

4.8 天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB） 

 

2003 年10 月23 日（木）9 時 45 分～11 時 

出席者：Ms. Joyceline A. Goco, Chief, EMB, Mr. Julian D. Amador, Director, EMB（表敬のみ） 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

EMB のアマドール局長に対し、本案件形成への協力を求めるとともに要請書（アプリケーションフ

ォーム）の日本政府への早期提出を依頼し、了解された。 

 

ゴコ氏との協議においては、昨日の協議を受け、調査団により作成した本格調査フロー案および

その ToR 案について説明し、協議を実施した。その結果、 

・ DNA の設立～運営支援までは UNDP 事業として行う。 

・ CDM プロジェクトへの投資促進は JICA が担当する。 

・ UNDP 事業が 2003 年11 月～2004 年7 月まで実施されることから、早ければ 2004 年春より始ま

る JICA 事業へ、UNDP 事業のアウトプットを反映させることが望ましい。 

等について合意したため、M/M、本格調査フロー案、ToR 案を調査団にて修正した上、明日に再度

協議を行うこととした。 

 M/M の署名者はメティン DENR 次官とする方向で調整を行うことに合意した。また、本格調査が始

まる際には JICA 調査団に対する便宜供与（執務スペース提供等）が必要であることを了解された。 

 

（入手資料） 

・ Tracking GHG, A Guide for Country Inventories 

・ CDM パンフレット 

・ CCIC 活動概要説明資料 

・ UNDP フェーズ 1 資料 

・ プロポーザル（カーボンアカウンティングキャパシティビルディング） 

・ Recommendations for Institutionalizing the GHG Inventory Process, Institutionalizing the 

Philippine GHG Inventory Process 
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4.9 公共事業道路省（DPWH） 

 

2003 年10 月23 日（木）13 時 30 分～14 時 15 分 

出席者：Ms. Linda M. Templo, Director III, Planning Service, Ms. Becky Garsuta, Engineer, Ms. 

Charlene B. Blando, Engineer III, EIA Project Office、池田 裕二道路計画管理専門家 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

調査団より訪問の目的を説明ののち、質問票に基づき意見交換を実施した。 

・ DPWH は道路建設を主な事業としており、運輸交通部門は DOTC（運輸交通省）の所管となる。

ただしマニラ地域レベルの運輸交通部門は MMDA の所管となっている。 

・ DPWHはIACCCのメンバーであるが、担当者が本日不在であるため、IACCCにおけるDPWH

の役割については説明できない。次週の月曜日までに E メールにて回答書を送付したい。 

 

 

4.10 国連開発計画（UNDP）、DENR-EMB 

 

2003 年10 月24 日（金）9 時～9 時 45 分 

出席者：Ms. Amelia D. Supetran, Portfolio Manager, Environment, Ms. Imee F. Manal, Programee 

Manager, Climate Change, Ms. Michiko Suga, Partnerships Advisor 

Ms. Joyceline A. Goco, Chief, DENR-EMB 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 調査団より調査概要を説明ののち、協議を実施した。概要は以下のとおり。 

・ UNDP 事業（フェーズ 1）は、2003 年 11 月より 9 ヶ月の期間で実施すべく、今週オランダ大使館

と契約を締結したところである。 

・ フェーズ 1 に含まれるものは、DNA の設立と、DNA の運用枠組みの 2 つである。いかに円滑な

CDM プロジェクトの実施体制を構築するかがテーマである。フェーズ 1 には各種ガイドラインの

作成も含んでおり、JICA のプロポーザルとは一部重複するかも知れない。ただし、JICA の作成

しようとするガイドラインが投資促進の観点に特化しているのであれば問題ないだろう。 

・ JICA プロポーザルには小規模 CDM プロジェクトの促進のためにケーススタディを行うとなって

いるが、UNDP 等では小規模な事業に対して無償協力を実施しているので、題材として連携が

図れるのではないか。 

・ 投資家は何を望んでいるのか、の問いに対し、本格調査の中で調査しながら検討すると回答し

た。アジア諸国の中でより魅力のあることを示す必要性について同意した。また METI のヘルプ

デスクに寄せられた日本企業からの問い合わせによると、CDM 承認にかかる手続きが不明瞭

であることが問題と考えている企業が多いと回答した。（11 月5、6 日の JICA、METI 共同開催の

エネルギー分野投資促進セミナーにて、日本企業の投資に関する要望の発表があるため、こ

の招待状を送付することとした） 

・ JICA プロポーザルにおいて、最初のアウトプットである「CDM プロジェクト投資促進ポリシー作

成」までどれくらいの時間が必要か、の問いに対し、UNDP 事業（フェーズ 1）の仕上がり次第で

変わるが半年は必要であると考えている旨回答した。なお、UNDP 事業（フェーズ 1）のアウトプ
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ットが最終的に出るのを待つのではなく、進行状況について適宜情報交換を行いながら JICA

開発調査の準備を進めていくことについて、これは望ましい進め方であるとして合意された。 

 

・ フェーズ2については、オランダ大使館の予算にてCDMにかかる人材育成を主に行うことを検

討していたが、今のところ実施については白紙の状態である。また、Danida（デンマーク援助

庁）が興味があるとして DENR に接触してきている、とのことである。 

 

 

4.11 天然資源環境省森林管理局（DENR-FMB） 

 

2003 年10 月24 日（金）11 時～11 時45 分 

出席者：Mr. Romeo Acosta, Director, Mr. Sofio Quintana, Mr. Arvie Tirso G. Caancan, Senior Forest 

Management Specialist, Mr. Shoshi TANAKA, JICA Forestry Expert 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、湯本団員 

 

 調査団より訪問の目的を説明したのち、質問票に基づき意見交換を行った。 

・ DENR-FMB は CDM に関して DENR-EMB と協力して取り組んでいる。植林に関する具体的な

CDM 案件はなく、CDM にかかる専門家は非常にわずかしかいない。このため、今後 CDM に

かかる研修が必要である。フィリピンにおいて CDM は非常に新しいテーマであり、国レベルか

ら地方レベルにいたるまでのオリエンテーションを行う必要がある。 

・ CDM の新規植林･再植林にかかるルール作成に関しては、フィリピンは 1989 年の土地利用の

データを有しているため、1989 年を基準年とする案を支持している。 

・ CDMに植林によるシンクを含めることについて、NGOの中に批判する声もある。このような批判

はあまり強いものではないが。 

・ フィリピンでは多数の植林事業があるが、どれがCDMに該当するのか検討が必要である。植林

事業には商業植林と自然保護のための植林事業があるが、伐採を行わない保護植林がシンク

という意味では CDM プロジェクトに適しているのではないか。 

・ 植林の分野には、デンドロ（廃材か？）サーマル発電のようにエネルギー分野との境界領域の

分野もある。 

・ CDM に関する研修については、CDM に特化した研修ではないが JICA の森林管理に関する

研修に DENR-FMB から参加している。2 日前には、熱帯雨林と気候変動に関するワークショッ

プがありこれにも参加した。ADB がフィリピンの植林による温暖化防止ポテンシャルの調査を実

施した。（コンサルタント 8 人月の小規模な調査）温室効果ガスインベントリーに関する研修ワー

クショップにも DENR-FMB は参加している。 

・ 質問票に対する回答は各担当者からの回答を集めて後日送付するとのことであった。 

 

 

4.12 科学技術省 産業技術開発研究所（DOST-ITDI） 

 

2003 年10 月24 日（金）10 時 30 分～12 時 

出席者：Dr. Alice B. Herrera, Fuels and Energy Division, Ms. Suzita S. Oredina, Environmental 
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Division, Dr. Doris O. Tenorio, Environmental Division 

JICA 調査団 近藤団員、青山団員 

 

調査団より訪問の目的について説明し、意見交換を行った。 

・ IACCC において、共同議長としてーディネーション業務を行うと共に、エネルギーや環境など

の専門的知見からプロジェクトの評価を行っている。DOST の下部機関である PAGASA も

IACCC のメンバーの一員である。また、DOST では産業別あるいは Solid（固形）別に基づいた

エネルギー研究やクリーンエネルギーや排水などの環境に関する研究を行っている。

DOET-ITDI は燃焼分野に強く排出係数の評価を実施している。GHG インベントリーについて

は、PAGASA がデータ収集し、DOST-ITDI はその評価・研究に関わっているのみである。 

・ CDM プロジェクトの可能性について、発電（特に再生可能エネルギー）や電力効率などのエネ

ルギーセクターが挙げられた他、環境セクターとしてバイオガスなどのwasteエネルギーが挙げ

られた。但し、DOST として優先する分野があるわけではない。 

・ CDM プロジェクト推進の障害として、手続き（プロジェクト評価）における資金不足がある。また

キャパシティ不足も障害となっており、特にプロジェクトの評価やベースライン方法、フィリピンで

適用すべき新技術などの能力開発が必要だと感じている。 

・ GHG 排出の関連機関としては PAGASA が紹介された。PAGASA から提供されるデータは

IACCCで取りまとめられ、CCICでデータ化及び出版されている。またCCICではデータ収集に

関するセミナーが開催された。 

・ UNIDO の CDM ケーススタディについて、セメント/鉄鋼産業などのエネルギーセクターについ

ての調査が行われ、その後 UNEP によって調査が継続されたとして、レポートを後日提供すると

のことであった。 

・ 2003年10月末に日本のICETT(国際環境技術移転研究センター)のセミナーを受ける予定であ

る。過去にも JICA（ICETT）の研修や世銀、UNIDO、COP のセミナーに参加した経験がある。 

・ CDM の優先分野については、エネルギー分野ではエネルギー効率の改善、再生可能エネル

ギー、廃棄物のメタン回収、産業分野ではセメント、製鉄、セラミック等がある。 

・ 産業分野のGHG排出係数についてはITDIが収集し、DOSTのPAGASAが算出を担当する体

制となっている。 

・ IACCC/CCICではGHGインベントリーをアップデートするため、Tracking GHGなるブックレット

を作成し、各省庁から GHG 関連データを吸い上げる体制の構築を図っている。 

・ ミンダナオで 10MW の風力発電プロジェクトがあるが、CDM プロジェクト化する予定はない。民

間企業は CDM の良さを知らないのではないか。 

 

（入手資料） 

・ Gerlap プロジェクト概要パンフレット（UNEP 支援） 

・ UNIDO 調査レポート 

 

 

4.13 運輸通信省（DOTC） 

 

2003 年10 月24 日（金）13 時 50 分～15 時 

出席者：Ms. Dolores G. Pna, Supervising, Transportation Planning Service（Patdu Director の代理）, 
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Mr. Gerazon R. Jayson, 笹嶋 JICA 専門家（総合交通政策アドバイザ） 

JICA 調査団 近藤団員、青山団員 

 

 調査団より訪問目的を説明ののち、意見交換を行った。 

・ DOTC は IACCC の定例会に参加している。 

・ 交通セクターは大気汚染物質（NOx、SPM等）の排出量の7割を占めている。自動車からの排出

（GHG を含む）を IACCC に報告している。マニラ首都圏には 130 万台の自動車があり、中古エ

ンジンの割合が多く、適切なメンテナンスが行われていない。さらにツーストロークのバイクも多

い。 

・ DOTC では自動車の燃料転換（CNG、LNG、電気、CME：ココナツメチルエステル）を重要な政

策課題として掲げている。自動車からのモーダルシフト（MRT/LRT）の長期計画を推進している

が、資金不足が課題となっている。 

・ CDMの障害としては事業資金の不足、承認手続きの煩雑さ、さらにCDMを準備するためのノウ

ハウ、専門人材が少ない。 

・ 交通セクターの排出係数は持ち合せていないが、交通量のデータを IACCC に提供し、CCIC

にて GHG を算出している。 

 

（入手資料） 

・質問票への回答 

 

 

4.14 オランダ大使館（Royal Embassy of Netherlands） 

 

2003 年10 月24 日（金）16 時 15 分～17 時 45 分 

出席者：Mr. Jan Willem Cools, First Secretary, Forests & Environment, Mr. Ariel I. Jayme, Project 

Officer 

JICA 調査団 蔵方団長、下川団員、後藤団員、湯本団員 

（近藤団員、青山団員は途中まで参加） 

 

 調査団より訪問目的を説明ののち、意見交換を実施した。 

・ オランダ外務省は最近フィリピンを援助対象国リストから除外した。このため、オランダの ODA

資金による CDM にかかる UNDP を通じた技術協力はフェーズ 1 のみで終了し、フェーズ 2 に

ついて支援を継続する可能性はなくなった。このため日本が引き続き CDM キャパビルを支援

することはフィリピンにとって良いことである。 

・ フィリピンからの当初の援助要請は非常に大規模なものであったが、フィリピン側の準備状況に

ついて見極めながら支援すべきと考えてフェーズを2つに分けた。いくら人材育成してもその人

材が CDM 以外の分野で働くことになっては意味がない。今回行う支援は UNDP を通じて DNA

設立を支援するものである。この第 1 段階の支援（DNA 設立支援）については、本日 UNDP と

の契約が結ばれた。 

・ フィリピンの IACCC については本当にワークするかどうか強い懸念を有している。NGO も

IACCC のメンバーに入っており、このようなマルチステークホールダー参加型の組織はうまくワ

ークしないのではないか。 
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・ JICA の支援はオランダ政府が UNDP を通じて行う DNA 設立支援を前提としているが、これがう

まく行く保証はない。オペレーショナルフレームワークがどの程度のものが出来るのか見極めた

ほうが良い。JICA が UNDP の DNA 設立支援にも参加するといったことも考えられないか。 

・ ファイナンスについては、Development Bank が CDM ユニットを設立している。その責任者は、

Assistant vice president の Mr. Reey Guaian である。 

・ ワークショップについてはCCICがマニラで各種ワークショップを実施しており、JICAがワークシ

ョップを行う際には CCIC とも良く連携したほうが良いと思う。ミンダナオやビサヤスでもワークシ

ョップ開催にニーズはある。 

・ NGO の中には CDM に批判的な声がある。実際、フィリピンから排出権を買い取るだけで自分

の利益だけを考えているのではないかとの批判をオランダは受けたことがある。 

・ CDM に関して来週、英国の調査団がフィリピンに来るとの情報がある。 

・ ADB の CDM Facility については、オランダは世銀 PCF のように投資家とプロジェクト実施者の

中間で各種アレンジメントをすることを期待して提案したがADBは乗り気でなく、何のレスポンス

もなかった。その後、2003 年9 月にマニラで開催された IETA 等の CDM ワークショップ（4 月の

予定を延期したもの）において突然に構想を打ち出した。これにはオランダはなんら関与してい

ない。ADBはCDMプロジェクトの交渉を行うような体制が出来ていないのではないか。（能力に

疑問がある。） 

・ オランダ環境省は排出権を世界中から買うことにしているが、オランダ外務省の ODA はこの活

動とは一切かかわらないように厳格に線引きをして活動している。 

 

 

4.15 貿易産業省投資委員会（DTI-BOI） 

 

2003 年10 月24 日（金）17 時～18 時10 分 

出席者 E.C. Hernandez 産業計画 Executive Director、F.A.Vistal 投資促進 Executive Director、

E.F.Arcellana 産業政策 Director 

JICA 調査団 近藤団員、青山団員 

 

 調査団より訪問目的を説明ののち、意見交換を行った。 

・ 産業セクターに CDM 関連情報をフィードバックするため、IACCC のメンバーとしてマネジメント

小委員会の活動に参加している。これまで IACCC/CCIC 主催の CDM プレゼンテーションを受

けている。 

・ BOI は産業育成の政策／計画の策定を担当し、優先投資計画を毎年出している。CDM プロジ

ェクト促進の優先分野として、DOE を支援して再生可能エネルギー分野における投資計画も作

成している。 

・ フィリピン国は交通セクター（自動車）からの排出（NOx、SPM 並びに CO2）抑制が緊急課題で、

天然ガス車の導入促進を図るため、輸入関税の大幅な削減策を打ち出している。 

・ BOI 登録／IACCC 承認のバガス発電案件を世銀に申請している。 

・ 京都議定書については2003年10月22日に上院を通過し間もなく批准するため、今後のCDM

推進の課題は様々なステークホルダーへの啓蒙活動、さらに案件準備のための手続き上の対

応能力の強化、ガイドラインの整備が課題である。 

・ BOI では産業振興の主な政策手段として income tax（所得税）の優遇策（低減）があるが、政府
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補助金等の財政手段は予算確保の面から難しい。 

・ IACCC の活動を通じて JICA、PCF やオランダ政府、UNDP/UNEP 等の支援による CDM 関連

の能力強化プログラムに参加している。 

・ NEDO/JETRO に GAP の優先案件を提供している。 

・ フィリピン開発銀行では様々な環境改善事業に対して優遇金利を適用している。 

・ JICA調査ではASEAN諸国におけるCDMの取組を情報収集し、調和の取れたCDM推進基準

（策）を作って頂きたい。 

 

（入手資料） 

・ 2003 年優先投資計画パンフレット 

・ 質問票への回答 

 

 

4.16 アジア開発銀行（ADB） 

 

2003 年10 月27 日（月）10 時～11 時45 分 

出席者：Mr. Ashok Sarkar、Energy Specialist, Finance and Information Division, Regional and 

Sustainable Development Department, 

JICA 調査団 蔵方団長、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

調査団より訪問目的を説明ののち、質問票に従い意見交換を実施した。 

・ ADB は本年 8 月に CDM Facility を設立した。この CDM Facility は、当初 3 年間は ADB が融

資するプロジェクトで CDM に該当するプロジェクト（約 40 プロジェクトをリストアップ）を対象に、

CER の売り手（途上国）と買い手（日本等先進国）の取引の促進を図る計画であり、将来は ADB

の融資案件以外にも拡大していく構想である。このfacilityは世銀のPCFと異なり、自らCDM投

資を行うものではなく、売り手と買い手の仲介を行うものである。従って、買い手は自分の意思で

CDMプロジェクトを選び、投資についてもPDDの作成段階から投資するか、CERが発生した時

点で CER を買い取るかといった選択をすることが出来る。 

・ ADB はアジアの途上国に融資をしており、CER の売り手国とは非常に強い関係を有している。

現在は、日本、カナダ、欧州の買い手国を訪問して、有望な買い手を捜しているところである。

有望な買い手を20～25機関ほどコアグループとして特定し、年会費1万ドルで優先的にプロジ

ェクト情報（プロジェクト・アイディア・ノート等）を提供することを考えている。 

・ 現在、operational guideline を作成中であり、年内にこれを完成させ、来年の第 1 四半期には買

い手のコアグループを組織化したいと考えている。 

・ 組織の専属スタッフは少人数であるが、実際の業務では ADB の各部門が参加するため十分な

スタッフを動員できる。具体的な業務は、ADB がプロジェクトを行う際に作成する Project 

Preparatory Technical Assistance (PPTA)の中に CDM のプロジェクトデザインに必要な内容を盛

り込むことにより、CDM プロジェクトデザインを行う。PDD を OE にバリデーションしてもらい、

CDM 理事会に登録する。このように通常の融資案件の業務のなかに CDM プロジェクトデザイ

ンの内容を盛り込むこと等により追加的な費用を抑制することが出来る。活動内容にはキャパシ

ティビルディングは含まれていないので、JICA のキャパシティビルディングと連携していくことが

出来る。 

- 56 -



・ この CDM Facility に特に関心を有している途上国は、インド、スリランカ、中国、ベトナム、インド

ネシア、フィリピンである。 

・ ADB の REACH プログラムは小規模な再生可能エネルギープロジェクトの CDM 化に関するプ

レフィージビリティスタディを行っている。REACH ではオランダがプレフィージビリティスタディ、

デンマークが再生可能エネルギー、カナダが小規模国に関する支援を行っている。この

REACH で特定されたプロジェクトも CDM Facility の対象事業となる。REACH では、各国ごとに

3 人の専門家（national technical experts）を選定しており、彼らが FS を実施している。フィリピン

及びインドネシアの専門家リストを提供する。 

・ フィリピンは9月にADBと IETA（International Emission Trading Association）が共催したマニラで

の CDM ワークショップ（Southeast Asia Forum）において 20 件ほどのプロジェクトアイディアノー

トを提出していた。この情報は IETA のホームページに載っている。 

 

（入手資料） 

・ CDM Facility 説明資料、パンフレット、コメント要望用資料 

・ PREGA プログラムの現地専門家リスト 

 

 

4.17 エネルギー省（DOE） 

 

2003 年10 月27 日（月）15 時 20 分～16 時 

出席者：C.C. Del Callar Undersecretary、他 1 名、L.C. Fernandez、M.S. Lagang、他１名、玉川 JICA

専門家 

JICA 調査団 蔵方団長、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 調査団より本格調査の概要を説明ののち、意見交換を実施した。 

・ アテネオ大学の CCIC は Experts center for Asian countries の役割を果たせる組織で、アセアン

における CDM センター役割を果たせる。 

・ L.C. Fernandez はアセアン 10 カ国の 2004 年～2009 年までのエネルギー戦略枠組みとなる

Asian Energy Plan for Action のチェアマンをしており、CDM はエネルギー戦略の実現のための

手段である。Action Planはアセアン諸国の今後5年から10年間の戦略に影響を与えうる。CDM

パートに関し、L.C. Fernandez は CCIC から支援を受けている。 

・ （京都議定書の批准を踏まえ）フィリピン国ではDNA設立自体は簡単なことで、課題は如何に具

体的な CDM 事業を推進することである。アセアン諸国の再生可能エネルギーに影響を与えら

れるのは CCIC で、ただ、CCIC は事業実施のノウハウを知らず、ウェブサイトを通じた情報流通、

NGO への情報提供のみである。 

・ 2004 年 6 月にアセアン 10+3（日本（METI）、韓国、中国）のエネルギー大臣会議が予定されて

いる。今後 5 年間のアセアン諸国のエネルギー政策に大きな影響を与えうる会議である。会議

ではアセアン 10 の会合、アセアン 10+3 の会合が予定され、本件 JICA 調査も UNDP 支援の

DNA 設立を当てにせず、大臣会議に合わせればよい。 

・ DOE は事業実施という CDM の次のステージ、すなわち、資金手当と事業実施に向け進んでい

る。 

・ DNA 指定＋データベース等の情報整備は IACCC/CCIC に任せればよい。 
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・ 現状では比国のCDM事業はエネルギー案件がほとんどであるが、アセアン諸国のニーズは異

なる可能性がある。CDM に関する情報整備は比国では簡単にできると考えるが、やるならアセ

アン 10 を対象とするのも一案である。 

・ 世銀PCF やオランダ CERUPT の経験から比国に必要なのは、DNA の承認オペレーション、国

際的に通用する共通の申請手続き（フォーム）の早期確立である。 

・ DOE では 5 件の CDM 事業を今すぐ実施したいところである。 

・ UNDP 支援の DNA 設立に 9 カ月もかかるのでは時間のかけすぎで効率が悪い。 

・ 日本フィリピンエネルギータスクフォースの活用も考えられる。 

 

 

4.18 天然資源環境省（DENR） 

 

2003 年10 月27 日（月）17 時 30 分～18 時 

出席者：Mr. Rolando L. Metin, undersecretary, Ms. Joyseline Goco, chief, EMB 

JICA 調査団 蔵方団長、後藤団員、近藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 ゴコ氏と協議済みの協議録や本格調査のフロー案、ToR 案についてメティン次官に説明し、内容

に了解が得られたため、協議録（M/M）への署名交換を実施した。 

 また、本格調査開始にかかる手続き（要請書をNEDAを通じて日本大使館に早急に提出すること。

また提出された要請書を日本政府が採択のうえ、I/A の取り交わし、コンサルタントの選定を得て本

格調査が始まること等）についても合わせて説明した。さらに、本格調査の実施にあたっては関係省

庁等との調整が非常に重要であることから、その昨日をDENRが果たすことが必要である旨強調し、

メティン次官の理解が得られた。 

 

 

4.19 国家経済開発庁（NEDA） 

 

2003 年10 月28 日（火）10 時～10 時30 分 

出席者：Ms. Vioula C. Conde, Utility Staff, Development Specialist, Ms. Joanne Tolentino, Senior 

Development Specialist, Public Investment Staff 

JICA 調査団 蔵方団長、後藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 調査団よりDENR署名済みのM/Mおよび協議済みアプリケーションフォーム原案について説明を

行い、以下の意見交換を行った。 

・ CDM プロジェクトをどのように発掘し、またケーススタディにおいては既存の再生可能エネルギ

ープロジェクト案件との関係はどうなるのかという問いに対し、本調査では個別プロジェクトの発

掘ではなく、フィリピン政府として優先分野をどう定めるか等のポリシー作成に重点をおくもので

あるとし、ケーススタディにおいてはCDM-PDDを作成支援するなどしてCDMプロジェクト化す

ることを考えている旨回答した。 

・ 既に CDM-PDD が存在するプロジェクトとの関係、およびファイナンスに関する支援はどうなる

のかとの問いに対し、既存の５件の CDM プロジェクト候補案件は大きな規模であると理解して
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おり、本調査においては主に小規模 CDM プロジェクトをいかに促進できるか検討したい、また

その対象分野については本格調査の中で確認しながら進めていくことになること、ファイナンス

については、ローカル銀行（フィリピン開発銀行等）の役割が重要であると認識しており、ローカ

ル銀行との協議も今週実施することを回答した。 

・ クリアリングハウスの支援にはハードウエアを含むのか、既存の CCIC との関係はどうなるのかと

の問いに対し、ハードウエアについては今は何も決まっていないが、必要であれば供与を考え

ること、CCIC はワークショップ活動等が活発であり、本調査においても協調してワークショップ

開発等を行うことを検討しており、今週面談予定であることを回答した。 

・ 本調査のスケジュールに関しての問いに対し、2003 年 11 月中に DENR より NEDA を通じて日

本大使館へ正式要請が提出されることが必要であること、正式要請を受け日本政府が実施判断

を行った後、予備（I/A 協議）調査団を 2004 年1-2 月頃に派遣し実施内容が固まること、早けれ

ば 2004 年5-6 月頃に本格調査が開始されることを伝えた。 

・ 本調査を実施するうえで、DENR だけでなく、IACCC の他関係機関のメンバーにもハンズオント

レーニングを実施して欲しい（調査期間終了後にノウハウを残すため）との要望に対し、了解し

ている旨回答した。 

 

 

4.20 日本大使館 

 

2003 年10 月28 日（火）14 時～14 時30 分 

出席者：日本大使館 齊藤一等書記官 

JICA 調査団 蔵方団長、後藤団員、湯本団員、青山団員 

 

 調査団より現地報告書に基づき調査結果について報告を行い、有望な CDM プロジェクトリストの

有無と、本格調査の開始時期についてコメントを受けた。これらに対し調査団より、今回は CDM プロ

ジェクトリストの提供を受けなかったが、次回の I/A 協議の際にケーススタディの対象プロジェクトを

検討することとなるが、その時点でCDMプロジェクトリストが必要になること、本格調査の開始時期に

ついては、最速で 2004 年 5-7 月頃になることを回答するとともに、要請書の受け取りや口上書の交

換等に対する支援を依頼した。 

 

 

4.21 JICA フィリピン事務所 

 

2003 年10 月28 日（火）16 時～17 時 

出席者：JICA フィリピン事務所 中垣所長、高田次長、杉山所員 

JICA 調査団 蔵方団長、後藤団員 

 

 調査団より現地報告書に基づき調査結果について報告を行い、UNDP のフェーズ１を受けて JICA

が調査を実施することで問題は生じないか、DNA 等の運用費用をどのように賄うのか、他国への展

開はどうか、要望調査との関係はどうかについて質問があった。 

これらに対し調査団より、UNDP のフェーズ 1 を受けることについては資金提供元であるオランダ
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大使館と面談を実施し、予定されていたフェーズ2お実施しないことになったため、JICA調査との摩

擦は生じないこと、DNA の運用費用等については留意して調査を行うこと、他国への展開について

はフィリピンを皮切りに検討していきたいと考えていること、要望調査については追加案件として内

部調整を実施していることを説明した。 

 

 

4.22 NGO（Philippine Rural Reconstruction Movement: PRRM） 

 

2003 年10 月28 日（火）17 時～18 時 

出席者：Ramon Faustino M. Sales, Jr. Assistant Director of Technical Services Office、 

ＪＩＣＡ調査団：湯本団員、青山団員 

 

 調査団より本件調査の概要、フローについて説明し、JICA 調査への協力について意見交換を行

った。 

・ PRRM は IACCC の正式メンバーで、51 年の経歴を有する NGO である。現在のスタッフは 100

余名弱、貧困対策、保健・教育・環境分野を活動フィールドにしている。国内に 15 のブランチオ

フィスがあり、ケソン市にある 4F 建てビルに本部を構えている。 

・ 従来から農業・林業セクター、CBFM に多くの実績があり、1992 年から小規模水力、バイオマス、

太陽光等の再生可能エネルギー、気候変動に取り組み始めた。IACCC/CCICのCDMトレーニ

ングに参加している。 

・ 小規模 CDM のメリット、小規模 CDM のバンドリングに関する認識があり、CDM スキームに関し

相当程度の知識を保有していると推察する。 

・ これまで国連、FAO、WB、international NGO、ドイツ、スペイン、オランダ政府の仕事、あるいは

DENR、農業省等政府機関から業務委託の経験があり、組織内に学者、エンジニア、専門家等

多様な人材を抱えている。また、JBIC の農業セクター改革、災害復旧・救済事業などに参加し

ている。 

・ FRRM は JICA 調査スコープにある小規模 CDM の視点を rural community の社会・経済・環境

面のメリットから高く評価した。小規模 CDM を取り上げることは IACCC メンバーのすべての

NGO が前向きに捉えてくれるとの見解を示した。 

・ ケーススタディには小規模CDMのバンドリング（小規模CDMの有効化をまとめて行う）を取り上

げてほしい旨発言があった。ピコ水力など再生可能エネルギーの小規模 CDM 事業は高いトラ

ンザクションコストを回避するため、バンドリングが必要である。 

・ PCF のプロジェクトはスケールが大きすぎて、社会・環境への影響も大きい。比国には 40％の

電化未了地域があり、poor community を対象とした貧困削減・持続性の視点が大事でこの意味、

小規模 CDM を取り上げる JICA の調査は時宜を得ている。 

・ フィリピン国には廃棄物処理は地方自治体が責任を負い、廃棄物の 75%はマテリアルリサイクル

ができ、残り 25％はランドフィルになる。5 ヘクタール以下の小規模埋め立て処分場におけるメ

タン回収事業を小規模 CDM のバンドリング事業としてケーススタディに取り上げることはよいと

考える。DENR は廃棄物の責任機関で本分野のポテンシャルリストをすでにリストアップ済みで

ある。 

・ CDM スキームに関し、NGO はモニタリング、事業による地域社会への影響調査等に大きな役

割を果たせる。NGO はまた地域社会の利害関係者へのコーディネートができる。 
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・ NGO は国家レベルの開発計画、規制など政策の調整・統合に寄与できる。PRRM は income 

generation のために農民への知識普及に努めている。 

・ 植林に関し community based plantation は支持するが、大規模資本による大規模な植林事業に

反対する。すべての NGO は長期的な視点に立脚した事業を支援であろう。 

・ デンドロサーマル事業は大規模植林→バイオマス確保→発電事業という構想になっているが、

バイオマスの需要と供給のアンバランス（供給＜需要）、事業規模が地域社会で管理できるレベ

ルを超えているため、森林破壊に繋がる恐れがある。 

 

（入手資料） 

・ PRRM: The next 50 years 2002-2052 

・ Building rural capacities for sustainability 

・ Renewable energy to empower rural communities 

 

 

4.23 フィリピン開発銀行（Development Bank of Philippine） 

 

2003 年10 月29 日（水）10 時～12 時 

出席者：Mr. Rey Amaury A. Guarin, Assistant Vice President, Climate Change Program Manager at 

Program Management I-DBS, Ms. Grace D.L. Punsalan, Program Specialist, Climate Change 

Program at Program Management I-DBS 

JICA 調査団 湯本団員、青山団員 

 

 調査団より本件調査の概要、フローについて説明し、JICA 調査への協力について意見交換を行

った。 

・ DBP は工業、コーポレート向け融資を担当する政府系金融機関で、職員数は約 1,500 名。

IACCC のメンバーではないが、それは IACCC に金融機関が含まれていないためである。 

・ CDM は DBP 気候変動プログラムのコンポーネントの一つで、DBP はエネルギーセクターの

CDM のみならず、植林・再植林の吸収源 CDM 事業への融資にも手掛ける予定である。 

・ DBP は海外政府系投融資への唯一の窓口で比国における CDM 金融ビジネスの focal point を

目指している。現在、投資政策、CDM 候補案件等の情報を clearing house の機能を有するウェ

ブより提供している。本件 JICA 調査に協力できることが多い。 

・ フィリピン国は CDM 分野における比較優位（他のアジア諸国に比べて）を確立するため、投資

政策の整備、小規模 CDM のトランザクションコストを削減する必要がある。また、SD 指標、

Emissions counting、Baseline study など CDM-PDD に必要なものを用意できる。 

・ DBPはCDMのため、Carbon Investment Banking Facilityを作り、underline project financeとCER 

assets/ crediting の 2 種類の金融サービスを提供できる。 

・ DBP は Marginal profitable project を支援し、CERs の獲得と先進国へのセールスを考えている。

PDD などのトランザクションコストは T/A 資金に含ませて支援し、代わりに CERs を一部保有す

る。 

・ DBP は 7 つの CDM プロジェクトがあり、この中に小規模 Biomass Cogeneration Projects のバン

ドリング案件（１MW）が含まれている。 

・ DBP は 2003 年6 月より SME plus をスタートし、web system に各Brach Office をリンクさせ、広域
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をカバーする Clearing house を目指している。 

・ DBPはCDM事業のアセスを含めたサービスを提供できる。CDMは事業への投資価値を高め、

他のドナー（JICA を含む）が PDD 準備を T/A で支援するなら CERs を配分する。 

・ フィリピン国では DENR が policy/approval、DBP が finance/promotion、CCIC がトレーニングの

役割分担が考えられる。 

・ DBP は国内の CDM 事業に融資するフィリピン（カーボン）ファンドの設立を構想している。海外

ドナー・カーボンファンドからの投資を受入れ、プールして自国の CDM に投資するビジネスモ

デルである。これは案件実施の迅速化、事業リスク・カントリーリスク・通貨リスクのヘッジー、及

び融資条件の平準化の利点がある。 

・ カーボン資産、リスクマネジメントに関して、本件 JICA 調査と協力できる。比較優位を高めるた

め、比国内の承認手続きの簡素化が望ましいと考える。 

 

 

4.24 CCIC（Climate Change Information Center） 

 

2003 年10 月30 日（木）10 時～12 時 

出席者：Dr. Roberto C. Yap, Project Director, Climate Change Information Center, Manila 

Observatory, Ateneo de Manila University Campus, Ms. Atty. Angela Consuelo S. Ibay, 

Program Coordinator, Ms. Jean S. Laurente, Project Assistant, Mr. Ammiel M. De Leow, 

Institutional Division Officer. 

JICA 調査団 湯本団員、青山団員 

 

 調査団より本件調査の概要、フローについて説明し、JICA 調査への協力について意見交換を行

った。 

・ CCIC はアテネオ大学 Manila Observatory に設置された気候変動情報センターで 10 名の専任

スタッフを擁するノンプロフィットの組織である。CCIC は東アジア地域における気候変動の情報

提供・技術協力・能力強化に関するハブ機能（アセアン情報センター）を目指しており、現在、気

候変動・CDM を扱う Klima（タガログ語で Climate）と称するウェブサイトを運用している。 

・ これまで、UNEP-RISO の支援で比国の IACCC メンバーに対し継続的に CDM 研修を実施して

いる。2003 年は 6 コース（各 1 日）のトレーニングを実施した。2004 年からは sector、area、

technology 別に研修内容を充実して実施の予定である。また、NEDA、DOE、プライベートセクタ

ーに対し CDM のブリーフィングを行っている。 

・ 本件 JICA 調査についてはフィリピン国にとり、たいへん有益であるとのコメントがあった。CCIC

は JICA 調査の 4 つのアウトプットに協力したい。中でも実施の実績がある Clearing house の開

発・運用、Training workshop の実施に強い関心を示した。 

・ CCIC より本件 JICA 調査における Forestry sector の扱い、アジア諸国での類似調査の状況に

ついて質問があった。これに対し調査団より、Forestry sector は JICA 調査における CDM 

promotion policy 策定のフェーズでは含まれるが、Case study の対象とするかどうかについては

次回のＩ/Ａ mission でフィリピン国 DENR との話し合いで決まるだろうとの見通しを説明した。ま

た、ＣＤＭキャパビルに類する JICA 調査はフィリピン国が初めのケースであると説明した。 

・ CCIC では来週、DENR に対し 3 日間の CDM ワークショップを実施する予定である。JICA 調査

への具体的な協力内容について DENR-EMB と相談したい。 
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・ CCIC はフィリピン国の PCF 候補案件、小規模バイオマス案件の CDM 事業化に対し、技術アド

バイスを与えている。 

・ GHGデータの収集の仕組、データ収集用フォーマットシートについてはGHG Inventoryを担当

する Dr. Jose Villarin が Inventory に関する研修で日本に滞在中のため、本人の帰国後にコンタ

クトさせる。第2 回目の National Communication の整備は PAGASA とともに実施を開始したとこ

ろである。なお、面談後、GHG データ収集の仕組及びフォーマットシートについて、

DENR-EMBのGoco女史に確認したところ、関連資料を電子メールでJICA（後藤）に送付すると

の回答があった。 

・ フィリピン国における排出係数はIPCCのデフォルト値を採用しているが、ローカライズのニーズ

については今後調査団に知らせる。 

 

（入手資料） 

・ Climate Change Information Center (Philippines) 

・ Manila Observatory 

・ CD4CDM Capacity Development for the CDM 

・ CD4CDM – Philippines: Work Plan (2003-2005) 

・ Disturbing Climate 
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資料 1 事前質問票 



 1

Oct 17. 2003 
Japan International Cooperation Agency 

 
Requests for Cooperation for the JICA Projects Formation Study  

on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
1  Background information and the purpose of the Study 

The International Community has been taking steady steps forward the emission 
reduction targets set by the Kyoto Protocol since the adaptation of the Marrakesh Accords at 
COP7. As one of the signatories of the Protocol, Japan has been initiating efforts to 
contribute to the climate change mitigation. In August 2002, the Japanese Government 
expressed its commitment to “Asia CDM Capacity Building Initiative” by engaging in ‘Type2 
Partnership Initiatives’ with 7 Asian countries (including the Philippines) at the World Summit 
on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg. In doing so, Japan is now trying to 
form the best cooperation methods on CDM capacity building in Asian countries, in order to 
implement the CDM projects which will contribute to the emission reduction and to 
sustainable development of the host countries. 

Within this context, Japan International Cooperation Agency (JICA) has been 
examining how best to take appropriate and effective approaches to CDM-related 
cooperation within its internal committee. And in this October, JICA, as one of the 
implementing agencies of the Initiatives, dispatches a Project Formation Study Team to your 
country, in order to establish cooperation frameworks with them for the promotion of the 
CDM for sustainable development, and to successfully start CDM projects. Initially, this Study 
in your country will be carried out to form its framework for CDM capacity building, and to 
have discussions to draw blue-print for JICA's cooperation projects, by visiting the authorities 
concerned and relevant organizations in your country.  
 
 
2. Visiting organizations and schedule of the interview 

The Study Team will visit official CDM contact point, governmental organizations 
concerning CDM implementation and other organisations. 
The schedule of the mission is as follows: 
 The fourth or fifth week of October, 2003: Manila, the Philippines  
 
 
3. Expected output of the interview survey 

- Mutual understanding of the present situation, major issues and national policy for the 
promotion of CDM projects in your country, and  

- Discussion concerning practical needs in your country concerning the CDM and JICA 
assistance programmes, especially on CDM capacity building.  

 
 
4. Request for cooperation to the survey 
 The JICA Study Team would like to visit you and have an interview related with 
questionnaire as follows: 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to DENR - 

 
Q1. Ratification of Kyoto Protocol 

(1) Please describe the preparation work, barriers and possible time on ratification of 
Kyoto Protocol by the Government of the Philippines. 

 
Q2. Establishment of Approval System for CDM Projects 

(1) Please describe the latest situations on establishment of a National Authority for CDM 
and operational framework for implementing CDM projects in Philippines. 

(2) Please describe the possible approval procedures and responsible organizations. 
(3) What kind of roles of your organization is expected in CDM scheme? 
 

Q3. Assistance from Netherlands Government 
(1) Please describe the progress of the capacity building project for DENR 

implemented/sponsored by UNDP/Netherlands. 
 
Q4. Readiness for JICA’s Capacity Building Study 

(1) Please describe your intention on C/P organization for the possible Study. 
(2) Do you think the captioned JICA’s Study is a top priority in Philippines and urgent for 

promotion of CDM projects? 
(3) Please describe higher rank policy/programs in connection with the JICA Study, if any. 

 
Q5. Activities of IACCC 

(1) Please describe the organizational structure of IACCC and the roles of each member. 
(2) Please describe the activities and achievements of IACCC in recent years. 
 

Q6. Scope of JICA’s Capacity Building Study 
(1) What are your options about the Study’s scope on supporting institutional and 

information building to promote CDM projects? 
 
Q7. Availability of CDM experts/organizations in Philippines 

(1) Are there any experts/organizations including consulting firms and NGOs, who can 
assist to prepare strategy for CDM in Philippines, to prepare Project Design Document 
for small scale CDM projects, to collect emission data of greenhouse gases, to 
promote public awareness and collect opinions of CDM stakeholders? 

(2) If yes, please list the names, addresses and contact persons of such 
experts/organizations. 

 
Q8. Systematic Flow for Preparation of GHG Inventory 

(1) Please describe the flow for preparation of National Communication as well as 
Inventory of greenhouse gases in Philippines and responsibility of your organization. 
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(2) Please describe the scope of the project, which you had requested GEF to support for 
preparing NC and GHG inventory. 

 
Q9. Organizations Responsible for GHG emissions 

(1) Please list the organizations responsible for collecting/ maintaining GHG emissions 
data, and approaches for collecting such data preferably by sectors. 

(2) What kind of GHG emissions data have your organization possessed. 
(3) Please list the organizations responsible for defining/ establishing emission baseline for 

CDM projects, the typical methodologies and technical guidelines if any. 
 

Q10. Barriers on CDM Scheme 
(1) Please describe the major barriers on promotion of CDM projects in Philippines, 

including legal framework, institutional and appraisal/ approval procedures at national/ 
local levels, human resources and financial aspects. 

 
Q11. Potential Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible by your organization have top priority for CDM 
projects? 

(2) What kind of activities and results on CDM issues have your organization achieved in 
recent years? 

 
Q12. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM capacity building in Philippines. 

 
Q13. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating the Japanese 
capacity building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and 
private firms. 

 
Q14. Activities with ASEAN countries 

(1) Please describe the major activities/ cooperation ever before with ASEAN countries on 
CDM scheme and GHG emissions. 

 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to DENR-FMB - 

 
Q1. Potential Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible by your organization have top priority for CDM 
projects? Please refer to A/R and LULUF issues. 

(2) What kind of activities and results on CDM issues have your organization achieved in 
recent years? 

 
Q2. Possession of GHG Emission Data 

(1) What kind of GHG emissions data have your organization possessed. 
 

Q3. Barriers on CDM Scheme 
(1) Please describe the major barriers on promotion of CDM projects in Philippines, 

including legal framework, institutional and appraisal/ approval procedures at national/ 
local levels, human resources and financial aspects. 

 
Q4. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM capacity building in your organization. 

 
Q5. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating the Japanese 
capacity building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and 
private firms. 

 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to NEDA - 

 
Q1. Ratification of Kyoto Protocol 

(1) Please describe the preparation work, barriers and possible time on ratification of 
Kyoto Protocol by the Government of the Philippines. 

 
Q2. Activities of IACCC 

(1) Please describe the roles, activities and achievements of your organization at IACCC in 
recent years. 

 
Q3. Readiness for JICA’s Capacity Building Study 

(1) Readiness for submission of the application form for the Study to the Japanese 
Government. 

(2) Do you think the captioned JICA’s Study is a top priority in Philippines and urgent for 
promotion of CDM projects? 

(3) Please describe higher rank policy/programs in connection with the JICA Study, if any. 
 

Q4. Potential Sectors for CDM Projects 
(1) Which sectors/ regions have top priority for CDM projects in Philippines? 
(2) What kind of activities and results on CDM issues have been achieved in recent years? 
 

Q5. Trends of Foreign Assistance 
(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 

international organizations on CDM capacity building in Philippines. 
 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to DOE - 

 
Q1. Ratification of Kyoto Protocol 

(1) Please describe the preparation work, barriers and possible time on ratification of 
Kyoto Protocol by the Government of the Philippines. 

 
Q2. Activities of IACCC 

(1) Please describe the roles, activities and achievements of your organization at IACCC in 
recent years. 

 
Q3. Potential Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible by your organization have top priority for CDM 
projects? Please refer to energy sector. 

(2) What kind of activities and results on CDM issues have achieved by your organization 
in recent years. 

 
Q4. Barriers on CDM Scheme 

(1) Please describe the major barriers on promotion of CDM projects in Philippines, 
including legal framework, institutional and appraisal/ approval procedures at national/ 
local levels, human resources and financial aspects. 

 
Q5. Organizations Responsible for GHG emissions 

(1) Please list the organizations responsible for collecting/ maintaining GHG emissions 
data, and approaches for collecting such data by your organization. 

(2) What kind of GHG emissions data have your organization possessed. 
(3) Please list the organizations responsible for defining/ establishing emission baseline for 

CDM projects, the typical methodologies and technical guidelines if any. 
 
Q6. Information on ADB/PREGA Project 

(1) Please describe the major findings/ results of PREGA project, and potential CDM 
projects in renewable energy and energy efficiency sectors. 

 
Q7. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM capacity building in your organization. 

 
Q8. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating the Japanese 
capacity building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and 
private firms. 
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Q9. Activities with ASEAN countries 
(1) Please describe the major activities/ cooperation ever before with ASEAN countries on 

CDM scheme and GHG emissions. 
 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to PAGASA - 

 
Q1. Activities of IACCC 

(1) Please describe the roles, activities and achievements of your organization at IACCC in 
recent years. 

 
Q2. Potential Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible by your organization have top priority for CDM 
projects if any? 

(2) What kind of activities and results on CDM issues have your organization achieved in 
recent years. 

 
Q3. Organizations Responsible for GHG emissions 

(1) Please list the organizations responsible for collecting/ maintaining GHG emissions 
data, and approaches for collecting such data by your organization. 

(2) What kind of GHG emissions data have your organization possessed. 
(3) Please list the organizations responsible for defining/ establishing emission baseline for 

CDM projects, the typical methodologies and technical guidelines if any. 
 
Q4. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM capacity building in your organization. 

 
Q5. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating the Japanese 
capacity building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and 
private firms. 

 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to DTI-BOI - 

 
Q1. Activities of IACCC 

(1) Please describe the roles, activities and achievements of your organization at IACCC in 
recent years. 

 
Q2. Potential Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible have top priority for CDM projects in Philippines? 
(2) What kind of activities and results on CDM issues have your organization achieved in 

recent years. 
 
Q3. Barriers on CDM Scheme 

(1) Please describe the major barriers on promotion of CDM projects in Philippines, 
including legal framework, institutional and appraisal/ approval procedures at national/ 
local levels, human resources and financial aspects. 

(2) Please describe the possible barriers regarding to foreign or private investment on 
CDM projects. 

(3) Please describe the incentive measures for potential CDM projects such as taxation, 
subsidies, interesting rate and so on. 

 
Q4. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM issues in Philippines. 

 
Q5. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating the Japanese 
capacity building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and 
private firms. 

 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to DOTC - 

 
Q1. Activities of IACCC 

(1) Please describe the roles, activities and achievements of your organization at IACCC in 
recent years. 

 
Q2. Potential Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible by your organization have top priority for CDM 
projects? Please refer to transportation sector. 

(2) What kind of activities and results on CDM issues have your organization achieved in 
recent years. 

 
Q3. Barriers on CDM Scheme 

(1) Please describe the major barriers on promotion of CDM projects in Philippines, 
including legal framework, institutional and appraisal/ approval procedures at national/ 
local levels, human resources and financial aspects. 

 
Q4. Organizations Responsible for GHG emissions 

(1) Please list the organizations responsible for collecting/ maintaining GHG emissions 
data, and approaches for collecting such data by your organization. 

(2) What kind of GHG emissions data have your organization possessed. 
(3) Please list the organizations responsible for defining/ establishing emission baseline for 

CDM projects, the typical methodologies and technical guidelines if any. 
 
Q5. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM capacity building in your organization. 

 
Q6. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating the Japanese 
capacity building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and 
private firms. 

 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to DOST - 

 
Q1. Activities of IACCC 

(1) Please describe the roles, activities and achievements of your organization at IACCC in 
recent years. 

 
Q2. Potential Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible have top priority for CDM projects in Philippines? 
(2) What kind of activities and results on CDM issues have your organization achieved in 

recent years. 
 
Q3. Barriers on CDM Scheme 

(1) Please describe the major barriers on promotion of CDM projects in Philippines, 
including legal framework, institutional and appraisal/ approval procedures at national/ 
local levels, human resources and financial aspects. 

 
Q4. Organizations Responsible for GHG emissions 

(1) Please list the organizations responsible for collecting/ maintaining GHG emissions 
data, and approaches for collecting such data by your organization. 

(2) What kind of GHG emissions data have your organization possessed. 
(3) Please list the organizations responsible for defining/ establishing emission baseline for 

CDM projects, the typical methodologies and technical guidelines if any. 
 
Q5. Information on UNIDO supported CDM Case Study 

(1) Please describe the major findings/ results of CDM case study supported by UNIDO. 
 
Q6. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM capacity building in your organization. 

 
Q7. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating Japanese capacity 
building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and private 
firms. 

 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to DPWH - 

 
Q1. Activities of IACCC 

(1) Please describe the roles, activities and achievements of your organization at IACCC in 
recent years. 

 
Q2. Most Feasible Sectors for CDM Projects 

(1) Which sectors/ regions responsible by your organization have top priority for CDM 
projects? Please refer to infrastructure sector. 

(2) What kind of activities and results on CDM issues have your organization achieved in 
recent years. 

 
Q3. Barriers on CDM Scheme 

(1) Please describe the major barriers on promotion of CDM projects in Philippines, 
including legal framework, institutional and appraisal/ approval procedures at national/ 
local levels, human resources and financial aspects. 

 
Q4. Organizations Responsible for GHG emissions 

(1) Please list the organizations responsible for collecting/ maintaining GHG emissions 
data, and approaches for collecting such data by your organization. 

(2) What kind of GHG emissions data have your organization possessed. 
(3) Please list the organizations responsible for defining/ establishing emission baseline for 

CDM projects, the typical methodologies and technical guidelines if any. 
 
Q5. Trends of Foreign Assistance 

(1) Please describe the latest situations/ tendencies of major foreign donors as well as 
international organizations on CDM capacity building in your organization. 

 
Q6. Participations on Japanese Training Program 

(1) Please describe the records of your organization on participating the Japanese 
capacity building program organized by JICA, JBIC, METI, Jetro, NEDO, NGOs and 
private firms. 

 
 

Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17. 2003 
Japan International Cooperation Agency (JICA) 
 

Requests for Cooperation for the JICA Project Formation Study  
on Supporting Institutional and Information Capacity Building  
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
1  Background information and the purpose of the Study 

As one of the signatories of the Kyoto Protocol, Japan has been initiating 
efforts to contribute to the climate change mitigation. In August 2002, the Japanese 
Government expressed its commitment to “Asia CDM Capacity Building Initiative” by 
engaging in ‘Type2 Partnership Initiatives’ with 7 Asian countries (including the 
Philippines) at the World Summit on Sustainable Development (WSSD) in 
Johannesburg. In doing so, Japan is now trying to form the best cooperation methods 
on CDM capacity building in Asian countries, in order to implement the CDM projects 
which will contribute to the emission reduction and to sustainable development of the 
host countries.  
 Japan International Cooperation Agency (JICA) has also been examining 
how best to take appropriate and effective approaches to CDM-related cooperation 
with the host countries within its internal committee. And in this October, JICA, as 
one of the implementing agencies of the Partnership Initiatives, dispatches a Project 
Formation Study Team to the Philippines, in order to establish collaborative 
frameworks for the promotion of the CDM for its sustainable development, and to 
successfully start CDM projects. Initially, this Study in the Philippines will be carried 
out to form its framework for CDM capacity building, and to have discussions to draw 
blue-print for JICA's cooperation projects for the capacity building, by visiting the 
authorities concerned and relevant organizations in the Philippines.  
 
 
2. Visiting organizations and schedule of the interview 

The Study Team will visit official CDM contact point, governmental 
organizations for the CDM implementation and other organisations. 
The schedule of the mission is as follows: 
 The fourth or fifth week of October, 2003: Manila, the Philippines  
 
 
3. Request for cooperation to the survey 
 The JICA Study Team would like to visit you and have an interview related 
with questionnaire as follows: 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to UNDP- 

 
 

As part of the Study to develop cooperation for the CDM capacity building, 
we would like to have information on the present situation in the Philippines 
concerning the CDM and your opinion on the method for cooperation with the related 
entities in CDM capacity building, so that this country can start exercising the CDM 
project successfully and exploit benefits from its implementation.  
 Therefore we would like to have an opportunity to meet and discuss the 
following topics with your agency. We would be very happy if you could spare your 
time for a few preparations for this interview.  
 
 
Q1. Please describe the background, progress and supposed barriers on the project 

(financed/implemented by the Netherlands Government/UNDP) for establishment of 
DNA and capacity building of DENR. 

 
Q2. Please describe the policy of your organization on promotion of CDM projects in 

Philippines, and contents of your future programs. 
 
 
Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to the Embassy of Netherlands - 

 
 

As part of the Study to develop cooperation for the CDM capacity building, 
we would like to have information on the present situation in the Philippines 
concerning the CDM and your opinion on the method for cooperation with the related 
entities in CDM capacity building, so that this country can start exercising the CDM 
project successfully and exploit benefits from its implementation.  
 Therefore we would like to have an opportunity to meet and discuss the 
following topics with your agency. We would be very happy if you could spare your 
time for a few preparations for this interview.  
 
 
Q1. Please describe the background, progress and supposed barriers on the project 

(financed/implemented by the Netherlands Government/UNDP) for establishment of 
DNA and capacity building of DENR. 

 
Q2. Please describe the objectives and progress on Netherlands initiative for establishment 

of a CDM facility with Asian Development Bank in Philippines. 
 
Q3. Please describe the activities and results of the Philippines on participation to the 

CERUPT tendering of your government if any. 
 
Q4. Please describe the policy of your government on promotion of CDM projects in 

Philippines, and contents of your future programs. 
 
 
Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to Asian Development Bank- 

 
 

As part of the Study to develop cooperation for the CDM capacity building, 
we would like to have information on the present situation in the Philippines 
concerning the CDM and your opinion on the method for cooperation with the related 
entities in CDM capacity building, so that this country can start exercising the CDM 
project successfully and exploit benefits from its implementation.  
 Therefore we would like to have an opportunity to meet and discuss the 
following topics with your agency. We would be very happy if you could spare your 
time for a few preparations for this interview.  
 
 
Q1. Please describe the background, progress and supposed barriers on the REACH 

project. 
 
Q2. Please describe the objectives and progress on the Netherlands initiative for 

establishment of a CDM facility with Asian Development Bank in Philippines. 
 
Q3. Please describe the policy of your organization on promotion of CDM projects in 

Philippines, and contents of your future programs. 
 
 
Thank you for your cooperation in advance. 
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Oct 17, 2003 
 

JICA Project Formation Study on Supporting Institutional and Information Capacity Building 
to Promote CDM Projects in the Republic of the Philippines 

 
- Questionnaire to World Bank- 

 
 

As part of the Study to develop cooperation for the CDM capacity building, 
we would like to have information on the present situation in the Philippines 
concerning the CDM and your opinion on the method for cooperation with the related 
entities in CDM capacity building, so that this country can start exercising the CDM 
project successfully and exploit benefits from its implementation.  
 Therefore we would like to have an opportunity to meet and discuss the 
following topics with your agency. We would be very happy if you could spare your 
time for a few preparations for this interview.  
 
 
Q1. Please provide the information on why the Philippines do not implement NSS, including 

issues on policy of the Philippines, problems associated with the donor countries and 
preparation work in Philippines. 

 
Q2. Please describe the latest information/ attitudes of the Philippines to the World Bank 

initiatives of NSS and PCF. 
 
Q3. Please describe the policy of your organization on promotion of CDM projects in 

Philippines, and contents of your future programs. 
 
 
Thank you for your cooperation in advance. 
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資料 2 調査団作成資料 

 



1

1

<JICA-DENR (and IACCC,DOE)>

The Study Supporting Institutional and Information 
Capacity Building to Promote CDM Project

in the Republic of the Philippines

Idea Paper of JICA’s Development Study

August 19, 2003

Energy and Mining Development Study Division,
Mining and Industrial Development Study Dept.

Japan International Cooperation Agency

-Draft-

2

1. Goal of the Study
2. Outcome of the Study
3. Study Structure
4. Input Resource of JICA
5. Future Schedule
6. Heed Things for Implementation of the Study

(Ref.1) Current Situation of Other Donors
(Ref.2) Idea of Donors Coordination
(Ref.3) Image of Japan’s Assistance Structure

contents
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3

1. Goal of the Study

1) JICA assist institutional and information capacity 
of GOP for smooth implementation of CDM project

-JICA’s purpose is not doing CDM project ourselves but assist GOP 
personnel’s capacity building. 

2) Result of the above,  the number of CDM project will
be increased by private sector’s investment

-GOP does not ratify KYOTO protocol yet but for preparing KP (ex; CDM 
procedure), some investors will have been interested in the Philippines.

　

4

2. Outcome of the Study

In this Development Study, JICA assume 3 outcomes as bellows:

1) Assist DNA(Designated National Authority) Administration
-Draw up a CDM-NSS(National Strategy Study)
-Define approval procedure of CDM project
-Make standard for CDM project approval (Manuals, SD,PDD review; etc）
-Confirm approval procedure through a pilot project

2) Provide CDM Related Information and  Text
-Set-up CDM Clearing-House, and institutional strengthen
-Provide CDM project information to private sector through Clearing-House
-Draw up texts for governmental person(high & middle-level policy-maker)

and public
-Hold a enlightenment seminar

3) Assist Data Arrangement of Green-House-Gas
-Build data collection flow of GHG emission amount/ Arrange GHG Data
-Extract CDM potential project
-Submit National-Communication data to UNFCCC
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5

3. Study Structure

JICADENR-EMB

IACCC

GOJ (METI,MOE,MOFA)
NEDO,JETRO,ICETT;etc

-DOE
-Other Organization
-CCIC?

(Climate Change 
　 Information Center)

Set up a Steering-Committee or Working-Group 
as a Counterpart body

Cooperation

<Japan side><The Philippines side>

JICA’s Consultant
Philippines
Consultant

Contract

Sub-contract

Implementation
of the Study

I/A
(Implementation 
Agreement)DNA?

6

4. Input Resource of JICA

1) Term of the Project
-Start from May, 2004 (in 2 or 3 years)

2) Member of the JICA’s Consultants (As a Study Team)
-CDM-NSS/ Calculate GHG A,B/ DNA Administration/

Information provide A,B/ Environmental Assessment
　　(Around 7 person, Total 50M/M)

*The Study Team work in the Philippines and Japan, as doing technical
transfer to the Counterpart.

3) Equipment for the Study
-Planning procure some equipment for the pilot project.

*Input resource of Philippine side is appointed Counterpart
personnel who working with JICA’s consultants.
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7

5. Future Schedule

2) Preliminary Study (Around January, 2004)
-Final  confirmation of contents of the Study
(Signing Implementation of Agreement (I/A) by DENR and JICA)

　*Before dispatching the preliminary study team, the Philippines side need to
request for assistance by submitting the Terms of Reference (T/R) to the

GOJ through the diplomatic channel, and GOJ makes decision on implementation

2004 2005 2006

-Report by the Study Team
-Hold a seminar

Ic/R Df/R F/RIt/RPr/R

Fiscal Year

-Assist DNA Administration
-Provide CDM related Information & Text
-Assist Data Arrangement of GHG

-(Pilot Project?)

▲ ▲▲▲▲

1st 2nd 3rd 4th

2nd round

Pilot Project may not doing in this study

1) Project Formation Study (Oct 22, 2003-Oct 28, 2003)
-Discussion detailed contents of the Study and Terms of Reference(T/R)

(Signing Minutes of Meeting (M/M) by DENR and JICA)

3) Implementation of the Study (Start from May, 2004)

8

6. Heed Things for Implementation of the Study

1) Submit Terms of Reference (T/R), GOJ’s Decision
-Before dispatching JICA preliminary study team, GOP should submit 

T/R to GOJ. (through NEDA to Embassy of Japan.)
-After accepting T/R, GOJ decides to proceed with the Study through an 

inter-ministerial meeting.

2) Counterpart Body of the Philippines side
-DENR as a main counterpart, but IACCC and Department of Energy(DOE) 

should include counterpart body because of GHG data arrangement.
-So, who is the signer of M/M, I/A? (DENR, IACCC, DOE)

3) Donor Coordination
-JICA execute this Study in cooperation with UNEP,UNDP;etc activity. 

　(To be sure, JICA cooperate with METI, NEDO, JETRO, ICETT under the 
Green Aid Plan (GAP) umbrella.)
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-UNEP propose CDM capacity development program list, as bellows;

(Ref.1) Current Situation of Other Donors

-UNDP is now executing CDM capacity development program with DENR,
IACCC and CCIC. (Enabling Activity for the Maintenance and Enhancement of National 
Capacities to Prepare the National Communication on Climate Change.( Dec, 2001-Nov,2003)

-ADB is doing PREGA(REACH) project.

◆　1. Information Campaign and Awareness Raising
◆　2. Capacity Development for Senior National Policy-makers
◆　3. Capacity Development for Mid-Level Policy-Makers
◇　4. Establishment of CDM National Authority
◆　5. Capacity Development for the CDM National Authority
　　6. Capacity Development for Project Developers
　　7. Capacity Development for Project Financiers
　　8. Capacity Development for NGOs, Local Communities,
　　 National Research Institutions and Academe

◆　9. Investment Promotion for CDM Projects
◇　10. Creating a Pipeline of CDM-eligible Projects

U
N

E
P

 proposal list

◆:JICA planning
◇:UNDP doing

10

(Ref.2) Idea of Donors Coordination

<To Governmental Organization>
-Set-up DNA
-Draw-up CDM-NSS
-Define approval procedure of CDM project
-Define evaluation method for SD
-Evaluation method of Baseline setting & PDD
-Audit monitoring method
-Make laws & leg. for implementation CDM
-Financial Institution for CDM
-Arrange GHG emission data
-Ways of GHG emission reduction
-Pick-up potential CDM project
-Set-up & strengthen clearing-house
-Confirmation of procedure by Model-project
-Enlightenment for Governmental personnel

<To Private Sector>
-Methodology for baseline setting & PDD
-Ways of monitoring
-Confirmation of procedure by Model-project
-Enlightenment for private sector

UNDP JICA
JICA
JICA
JICA
JICA
JICA

UNDP

UNDP JICA
UNDP
UNDP JICA

JICA
JICA
JICA

NEDO?
NEDO?
NEDO?
NEDO?

Follow UNDP

JICA, JBIC?
Follow UNDP

Follow UNDP

JICA does not support to
Private sector directly.

Items of CDM Capacity Building (Generalization) Organization Note

-We should cover all assistance items through donors coordination.
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(Ref.3) Image of Japan’s Assistance Structure

-Draw-up CDM-NSS
-Define approval procedure of DNA
-Make manuals
-Arrange GHG emission data

-Assist monitoring audit

-Assist monitoring method

-CDM project finding
-Model project for energy saving

-Investment Advice
-Business matching

-Ways of baseline setting
-Assist PDD making
-Make business manuals

To Host Countries
Governmental
Organization
(JICA)

To Host Countries
Private Sector
(NEDO?)

Collaboration 
Between Host
Countries and
Investment
countries
(JETRO?)

-Provide CDM related
information

-CDM project subsidy

Promote CDM project

Fellow
ship Sem

inar

Fellow
ship Sem

inars
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アジア諸国の実例（１／２）

対象国 フィリピン インドネシア マレーシア タイ ベトナム 中国 インド パキスタン

KP批准 未批准 未批准 2002/9/4批准 2002/8/28批准 2002/9/25批准 2002/8/30承認 2002/8/26加入 未批准
NSS策定 未着手 2001年完了 －（独自策定） DFR策定中 DFR策定中 DFR策定中 キックオフ －
DNA設立/CDM法制化 検討中 検討中 整備済 法制化せず？ 検討中 検討中 ？ ?
CDM案件例 ? CERUPT & PCF ? 日本政府 & PCF ? CERUPT CERUPT & PCF ?

　日本政府承認済
　CDM/JI案件

ﾀｲ国ﾏﾗにおけるｺﾞ
ﾑ木廃材発電計画
(2003/5承認CDM:年
60ktCO2e)

　環境省F/S
　採択案件

[1] 廃棄物埋立処
分地から発生する
ﾒﾀﾝｶﾞｽを利用した
木炭等製造とその
有効利用調査
(1999)
[2] ﾌｨﾘﾋﾟﾝにおける
NGO主導による住
民参加型植林事
業F/S(2003)
[3] ﾌｨﾘﾋﾟﾝにおける
廃棄物埋立て処
理場の回収埋立
てｶﾞｽによる発電
事業の実施
F/S(2003)

[1] 高生産型・環境保
全型森林経営手法
の確立の調査及びﾊﾟ
ｲﾛｯﾄ事業(2000)
[2] ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの植林評
価方法に関する調査
(2001)
[3] 南ｽﾏﾄﾗ州の産業
植林木等ﾊﾞｲｵﾏｽを
利用した炭化・発電
事業のF/S(2001)
[4] ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ共和国東
ｶﾘﾏﾝﾀﾝ州及び東ｼﾞｬ
ﾜ州における植林事
業調査(2002)
[5] ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ国ﾛﾝﾎﾞｸ
島における住民参加
型CDM環境植林
F/S(2003)
[6] ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ共和国3
州における植林及び
ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調査(2003)

[1] 炭化を組み入
れた持続的生産
可能なCO2固定植
林事業F/S(2000)
[2] ﾏﾚｰｼｱにおける
椰子殻発電事業
からの炭素ｸﾚｼﾞｯﾄ
獲得ﾌﾟﾛｾｽの実際
(2002)
[3] ﾏﾚｰｼｱﾊﾟｰﾑｵｲ
ﾙ廃液嫌気処理池
より放出されるﾒﾀﾝ
排出の削減と対策
技術の調査(2002)
[4] ﾏﾚｰｼｱ･ﾊﾟﾊﾝ州
ﾁﾆ地区における
近接ﾊﾟｰﾑｵｲﾙ工
場の統合に伴うﾒﾀ
ﾝ排出抑制とﾊﾞｲｵ
ﾏｽの有効利用調
査(2003)

[1] ﾀｲのﾊﾞｲｵﾏｽ発
電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおけ
る炭素ｸﾚｼﾞｯﾄ獲得
ﾌﾟﾛｾｽの実際
(2001)
[2] ひまわりを資源
作物とするﾊﾞｲｵ
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油製造ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄに関するﾀｲ
での調査(2003)
[3] ﾀｲ国におけるﾊﾞ
ｶﾞｽとﾗｲｽﾊｽｸ用い
た熱電併給の事
業化F/S(2003)
[4] ﾀｲ国における
廃棄物処理場（ﾊﾞ
ﾝｺｸ郊外）から発
生するﾒﾀﾝｶﾞｽ有効
利用発電施設の
事業性の調査・検
証(2003)

[1] ﾍﾞﾄﾅﾑにおけ
るｻﾄｳｷﾋﾞからｴ
ﾀﾉｰﾙ含有ｶﾞｿﾘﾝ
の製造に関する
調査(2000)
[2] ﾍﾞﾄﾅﾑにおけ
る排出権獲得
の為の民間資
金を活用した環
境植林CDM
F/S(2002)

[1] 廃棄物 終処
分場の準好気性ﾒ
ﾀﾝｶﾞｽを利用した
木炭等製造とその
有効利用調査
(1999)
[2] 中国黄土高原
における緑化の可
能性調査(2000)
[3] 中国における半
導体工場より排出
される代替ﾌﾛﾝを
対象としたCDM事
業化調査(2003)
[4] 大連経済技術
開発区中央下水
処理場汚泥消化ﾒ
ﾀﾝｶﾞｽのｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ
ｼｮﾝ利用事業
(2003)

[1] ｲﾝﾄﾞにおける廃
糖蜜等からのｴﾀ
ﾉｰﾙ燃料の製造に
関する調査(2002)

　ｵﾗﾝﾀﾞ政府
　CERUPT案件

MNL Wayang Windu
geothermal project
(5.4MtCERs)

Inner Mongolia Wind
power project
(606ktCERs)

[1] Suzlon wind energy
project (340ktCERs)
[2] Vestas Tamil Nadu
wind mill project
(272ktCERs)
[3] Enercon wind farm
projects (475ktCERs)
[4] Ind-Barath biomass
project (300ktCERs)
[5] Kalpa Taru biomass
project (1.15MtCERs)

　世銀PCF案件
Sustainable cement
production project ()

Mitr Pohl biomass
waste cogen project
(2.77MtCO2e)

Solid waste
management
Chennai (3.5MtCO2e)

ADB省ｴﾈｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ
PREGA対象国

○ ○ ○ ○ ○ ○

UNEP-RISO
CDMｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ対象国

○ ○

NEDO技術ﾆｰｽﾞ調査
/CDMｾﾐﾅｰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アジア諸国の実例（２／２）

対象国 スリランカ バングラデシュ カンボジア ラオス ミャンマー ネパール ブータン モンゴル

KP批准 2002/9/3加入 2001/10/22加入 2002/8/22加入 未批准 未批准 未批准 2002/8/26加入 1999/12/15加
NSS策定 策定中 － － － － － － －
DNA設立/CDM法制化 ? 積極的 ? ? ? ? ? ?
CDM案件例 ? ? ? ? ? ? 日本政府 ?

　日本政府承認済
　CDM/JI案件

E7ﾌﾞｰﾀﾝ小規模水
力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(2003/7承認CDM:年
500tCO2e)

　環境省F/S
　採択案件

[1] ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ･ﾓﾝﾄｷﾞ
ﾘ原におけるｺﾞﾑの
木植林事業
F/S(2003)
[2] ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ市廃棄
物埋立処分場
(Stung　Mean Chey)
から排出するﾒﾀﾝ
ｶﾞｽ等(LFG)の回収
による温室効果削
減及びｴﾈﾙｷﾞｰ活
用事業のF/S(2003)

ﾐｬﾝﾏｰ･南ｼｬﾝ
州CDM植林ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄF/S(2000)

ﾓﾝｺﾞﾙ森林
再生計画支
援事業調査
(2000)

　ｵﾗﾝﾀﾞ政府
　CERUPT案件
　世銀PCF案件
ADB省ｴﾈｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ
PREGA対象国

○ ○ ○ ○ ○

UNEP-RISO
CDMｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ対象国

○

NEDO技術ﾆｰｽﾞ調査
/CDMｾﾐﾅｰ
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フィリピン政府機関のCDM取組とドナー支援策Matrix

比国機関
所管
分野

IACCC役割 CDM実績・施策 JICA JBIC METI/Jetro/NED
O USAID オランダ政府 ADB 世銀 GEF UNIDO UNDP UNEP

Host Countries 比国・途上国全
般への支援策

[1] GAP支援

[2] CDMﾆｰｽﾞ調
査
[3] CDMﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ[4] 道路、小水
力、天然ｶﾞｽ基
地、流動床の
F/Sを実施

[1] NAPOCC策定
支援
[2] Energy
environment
programを実施

[3] Inventory作成
支援

[1] UNEP-RISOに
資金提供
[2] ADBにCDM
ﾌｧｼﾘﾃｨ設立を
呼び掛け

[1] ADBはREACH計画

を実施中。(ｵﾗﾝﾀﾞ資
金PREGAは15カ国、ｶ
ﾅﾀﾞ資金は吸収源、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ資金は再生・
省ｴﾈの3部構成)
[2] ﾊﾞﾝｺｸでCDMｷｬﾊﾟ
ﾋﾞﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催

[1] NSS (比
国は未実
施、前向
きに変化)
[2] PCF(前
向きに変
化)

[1] NC策定
支援
[2] 再生ｴﾈ
地方電化
計画を実
施(世銀担

当)

ｱｼﾞｱ途上
国の工業分
野CDM活動
を推進

包括ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
のOperational
Framework of
CDM構想をｵﾗ
ﾝﾀﾞ政府に提
案中

[1] UNEP-RISOは世

界12カ国で大規模

なCDMｷｬﾊﾟﾋﾞﾙを
実施中
[2] UNEP/ROAPは6
カ国でｸﾘｰﾅｰﾌﾟﾛ
ﾀﾞｸｼｮﾝ推進とCDM
連携

DENR-EMB 天然資源環境省
（環境管理局）

共同議長/
事務局

[1] DNA候補

[2] NC作成担当

[3] GHG inventory作成
担当
[4] IPCC1996年GHG算
定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの比国版
改定
[5] ECC承認機関

[1] 太田専門家(環
境、田中専門家
(林業)
[2] 本件本格調査

過去10年に
わたり円借
款による森
林ｾｸﾀｰ・植
林事業の実
施

UNDPのDNA設
立・ｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ支
援への資金提
供(2年で1.2億
円)

NC策定支

援をGEF
に要請中

[1] 1998に
UNDP支援

CDMｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ
のC/P
[2] ｵﾗﾝﾀﾞ政府

資金DNA設
立・ｷｬﾊﾟﾋﾞﾙを
実施

UNEP-RISO実施の

CDMｷｬﾊﾟﾋﾞﾙのｻ

ﾌﾞﾀｽｸのDNA設立・

ｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ(ｵﾗﾝﾀﾞ資
金/UNDP実施)の
C/P

DOE エネルギー省 メンバー

[1] DNA候補(ｵﾗﾝﾀﾞ･ｶ
ﾅﾀﾞの組織構成を参
考)
[2] ｴﾈﾙｷﾞｰｾｸﾀｰの
GHG算定(1996米国
支援のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを
活用)

[1] PDP電力構造

改革とDOEｷｬﾊﾟﾋﾞ
ﾙ開調実施中
[2] 玉川専門家(小
水力開発)
[3] 地方電化ﾌﾟﾛ技

エネルギーふタ
スクフォース現
地セミナー

2001にUDAID支
援のPCCMPの
C/P

[1] ADB実施中PREGA
のC/P
[2] ADB実施済ALGAS
のC/P
[3] 電力ｾｸﾀｰ再編に

係るEPIMB/MEDPの
TA発表

NEDA 国家経済開発庁 メンバー

PAGASA 気象水文庁
（DOST傘下）

メンバー
1994GHGｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ
担当（DOEは定期更

DTI-BOI 貿易産業省（投
資局）

メンバー
玉置専門家(投資

促進)
DOTC 運輸通信省 メンバー

DOST 科学技術省 共同議長
R&D、ﾊﾞｲｵﾏｽ･ｸﾘｰﾝ
ｴﾈﾙｷﾞｰを推進

UNIDO実施

のCDMｹｰｽ
ｽﾀﾃﾞｭのC/P

DPWH 公共事業道路省 メンバー

PNOC-EDC 国家石油公社・
電源開発公社

－ 小規模CDMを推進

北ﾙｿﾝ風力
発電事業(円
借款)のCDM
適用ｹｰｽｽﾀ

DFA-UNIO メンバー

FRRM メンバー

ICEE メンバー

Earth Service Movement メンバー

Manila Observatory メンバー

Greenpeace メンバー

Climate
Observatory-
CCIC

アテネオ大学・気
候変動情報セン
ター

－
CCICはｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ
の候補

USAID支援の

Sustainable
climate initiativeを
実施(GHGｱｶｳﾝ
ﾄ・人材育成等・
知識ﾍﾞｰｽ)

GHG
Inventoryの
ｻﾌﾞｺﾝ

UNEP-RISOのCDM
ｷｬﾊﾟﾋﾞﾙを担当
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資料 3 現地収集資料 



（1）現地収集資料リスト

資料番号 資料名 資料入手先
1 Philippine Agenda 21 国家経済開発庁（NEDA）
2 Tracking GHG, A Guide for Country Inventories 天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）
3 CDMパンフレット 天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）
4 CCIC活動概要説明資料 天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）
5 UNDP支援（Establishment of the CDM National Authority, Operational

Framework and Support Systems for the Philippines）フェーズ1資料
天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）

6 プロポーザル（Capacity Building on Carbon Accounting and Monitoring） 天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）
7 Recommendations for Institutionalizing the GHG Inventory Process 天然資源環境省環境管理局（DENR-EMB）
8 Climate Change Information Center (Philippines) 気候変動情報センター(CCIC）
9 Manila Observatory 気候変動情報センター(CCIC）
10 CD4CDM Capacity Development for the CDM 気候変動情報センター(CCIC）
11 CD4CDM – Philippines: Work Plan (2003-2005) 気候変動情報センター(CCIC）
12 Disturbing Climate 気候変動情報センター(CCIC）
13 PRRM: The next 50 years 2002-2052 NGO（Philippine Rural Reconstruction Movement: PRRM）
14 Building rural capacities for sustainability NGO（Philippine Rural Reconstruction Movement: PRRM）
15 Renewable energy to empower rural communities NGO（Philippine Rural Reconstruction Movement: PRRM）
16 CDM　Facility説明資料、パンフレット、コメント要望用資料 アジア開発銀行（ADB）
17 PREGAプログラムの現地専門家リスト アジア開発銀行（ADB）
18 DOTC 質問表への回答（DOTC Position Paper on CDM） 運輸通信省（DOTC）
19 Gerlapプロジェクト概要パンフレット（UNEP支援） 科学技術省 産業技術開発研究所（DOST-ITDI）
20 UNIDO調査レポート 科学技術省 産業技術開発研究所（DOST-ITDI）
21 2003年優先投資計画パンフレット 貿易産業省投資委員会（DTI-BOI）
22 BOI 質問票への回答 貿易産業省投資委員会（DTI-BOI）
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資料 3 現地収集資料 

（2）Tracking Greenhouse Gases（抜粋：Executive Summary 及び Energy Sector） 

DENR-EMB 提供 
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資料 3 現地収集資料 

（3）Recommendations for Institutionalizing the GHG Inventory Processes 

DENR-EMB 提供 
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資料 3 現地収集資料 

（4）Clean Development Mechanism 

DENR-EMB 提供 
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資料 3 現地収集資料 

（5）Establishment of the Clean Development Mechanism (CDM) National Authority, 

Operational Framework and Support Systems for the Philippines 

UNDP 提供 
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資料 3 現地収集資料 

（6）Capacity Development for the Clean Development Mechanism (CDM) in the Philippines 

Work Plan (2003-2005) 

CCIC 提供 
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資料 4 2002 年度 CDM 研究会報告書（現地調査） 

4.1 概要 

4.2 インドネシア 

4.3 ベトナム 

4.4 フィリピン 

 



資料 4  2002 年度 CDM 研究会報告書（現地調査） 

 

4.1 概 要 

 

平成 14 年度に設置した「地球温暖化対策/CDM 事業研究会」のもとに、途上国（ホスト国）

及び我が国民間企業による CDM プロジェクトを円滑にスタートさせることを上位目標とし、①ホ

スト国窓口機関の体制整備に関するキャパシティビルディングの必要性（ニーズ）、②ホスト国

における温室効果ガス削減ポテンシャル、データ整備の状況を把握するために、インドネシア、

ベトナム、フィリピンの 3 カ国に置ける現地調査を実施した。 

各国の CDM に関連した取組みを見ると、インドネシアが最も早く取組みを開始し、ベトナム、

フィリピンと続くが、京都議定書に批准している国はベトナムのみである。各国ともに共通して

いる状況は、①National CDM Authority の指名をめぐって、関連政府機関が競合していること、

②欧州の先進国（オランダ、ドイツ等）や豪州が、世界銀行やUNEPの枠組みを利用して、キャ

パシティビルディングやプロジェクト形成に関する取組みを行っていること、③程度の差はある

が、CDM に関連した取組みに対する我が国による支援を期待していること、等が挙げられる。 

世界銀行と GTZ により、最も先進的な取組みを進めてきたインドネシアは、GTZ の支援を受

け、National CDM Authority を含む CDM の取組み体制・手続きの整備を環境省中心で確立

しようとしており、CDM の受け入れ態勢としては最も進んでいる。しかし、かなり厳しい民間投

資の状況の中でバリ島のテロ事件があり、我が国の民間企業の CDM プロジェクトに対する積

極的な参加を図りにくい状況であることは否めない。 

ベトナムは、京都議定書に批准したものの、省庁再編・人事異動と National CDM Authority

の指名に関連した政府機関の競合が同時に生じており、CDM の取組み体制・手続きの整備

は現時点では未定である。しかし、政府関係者の CDM に対する興味や期待と、順調に発展し

ている経済状況を踏まえると、CDM の組織・制度・手続きが一旦整えば、急速に進展する可

能性がある。 

フィリピンは、議定書批准は先延ばしになっているものの、UNEP のキャパシティビルディン

グプロジェクトの実施とともに、関連省庁間の CDM に関する競合の顕在化を含めて、さまざま

な動きがあり、その仕掛けはオランダが主導権を握っているが、我が国に対する期待も大き

い。 

以上から、我が国は、上記の 3 カ国に対して、国際機関や先進ドナー国の進出状況やその

影響力、CDM の取組み体制・手続きの整備状況、CDM プロジェクトのポテンシャル、民間投

資の環境等を総合的に勘案して、それぞれの国に適したキャパシティビルディングや CDM プ

ロジェクトの実施戦略を策定していくことが望ましい。
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3 カ国の調査結果概要を、以下の表に示す。各国の調査結果の詳細については、次ページ以降に示す。 

 

表 4-1  現地調査結果の概要 

 インドネシア ベトナム フィリピン 

京都議定書批准 

CDM 関連手続き 

議定書は未批准 

CDM 関連手続きも検討中 

議定書は 2002 年 9 月に批准 

CDM 関連手続きは NSS を基盤として今

後検討 

議定書は未批准 

CDM 関連手続きも気候変動省庁間委員

会（IACCC)が中心となって検討中 

省庁の取組 MOE：GTZ の支援を受けて CDM に関す

る取組の中心的役割を果たそうとしてい

る。CDM プロジェクトのクライテリアを作

成している。 

MENR：CDM エネルギーセクターに関す

る委員会を設置している。CDM プロジェ

クトのクライテリアを作成している。 

MoIT：NEDO との協力実績があるが、具

体的な動きはまだない。 

MNRE：旧 MOSTE より新設され、CDM の

主導権をとる可能性が高い。 

MOI：CDM に関する影響力の確保を希

望している。 

MOST：CDM に関する影響力の確保を

希望している。 

DENR：IACCC の共同議長・事務局であ

り、DNA に昇格することを提案している。 

DOE：DNA のリーダーとなることを希望し

ている。 

ITDI：CDM の SD への貢献を検証する役

割を主張している。 

ドナー機関の動向 世銀：NSS の終了以降、休止状態。 

GTZ：MOE に 1 名常駐して支援を行って

いる他、2 年間の CDM キャパビルを予定

しているが、予算は限定されている。 

オランダ：CERUPT 以外の組織的な動き

は小さい。 

AusAID：NSS の支援は行ったが、政府に

直接的には関与していない。 

その他の機関：GEF、UNDP、GTZ、フィ

ンランド、スウェーデン等の温暖化関連

の取組があるが、継続的な支援は行わ

れていない。 

ADB：PREGA による再生可能エネ、省エ

ネのキャパビルを実施している。 

UNEP-RISO：CDM に関するキャパビル

を実施している。 

UNDP：CDM キャパビルに関するレポー

トを1998年にまとめた他、UNEP-RISOの

DNA 設立部分を担当している。 

オランダ：上記の PREGA、UNEP、UNDP

の取組に資金を提供している。 

キャパシティビルデ

ィング 

CDM に関する一般的な知見を有する担

当者が、増えてはいるもののまだ限られ

ている。政府関係者に対する基礎的知

識、手続き、技術的課題等の情報提供、

普及啓発が重要である。 

CDM 担当者の多くは、CDM に関する一

般的な知識を有していたものの、政策担

当者を含む関係者への基礎的知識、手

続き、技術的課題等の情報提供、普及

啓発は、まだ重要であり必要性が高い。 

オランダの主導によるキャパビルが行わ

れているが、動きが急であり、十分な基

盤は構築されていない。政府機関等に

対するキャパビルを実施することが望まし

い。 
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4.2 インドネシア 

 

インドネシアは、2002 年 9 月 29 日～10 月 4 日において訪問し、現地政府機関、NGO、国際機

関及び先進国大使館等のキーパーソン、及び我が国の政府関連機関等にインタビュー調査を実

施した。 

現地政府機関として、環境省、産業貿易省、エネルギー・鉱物資源省、インドネシア国家開発計

画庁を訪問した。なお、同国の国家気候変動委員会にメンバーとして参加し、NSS の作成に携わっ

た現地 NGO である PELANGI も訪問した。加えて、世界銀行インドネシア事務所、環境省内にポス

トを持つ GTZ、及びオランダ大使館を訪問した。 

我が国の政府関連機関としては、JBIC、JETRO、NEDO にインタビューを実施した。また、JICA

ジャカルタ事務所においては、さまざまな分野の専門家からアドバイスを受けた。 

なお、JICA ジャカルタ事務所において、2002 年 10 月 1 日（火）14～17 時まで、ミニセミナーが開

催された。セミナーには、インドネシア政府機関（環境省、BAPPENAS、エネルギー鉱物資源省）、

インドネシア NGO（Pelangi）、日本側関係機関（JICA、NEDO、JETRO）、ドナー（GTZ、UNDP）と幅

広い層からの参加があった。JICA から、連携促進委員会による研究成果の発表、WSSD 約束文書

「CDM キャパシティビルディングに関する協力」の説明、CDM プロジェクト実施に必要な手続き・制

度構築に関する説明を行った後、フリーディスカッション形式で CDM のキャパシティビルディングを

中心とした議論が行われた。インドネシアにおける技術的、組織・制度的ニーズを抽出したことと合

わせて、複数の関係省庁による横断的な取組みが求められる、新たなメカニズムである CDM につ

いて、関係者が一堂に会する機会を提供したこと自体も重要な成果であった。 

インドネシア調査を概観すると、まず東南アジア諸国で最も早く NSS に取り組むとともに、

CERUPT にも参加しているという CDM に関する先進性が挙げられる。加えて、NSS の作成から継続

して、GTZ が環境省に技術及び政策支援していることも注目される。最近では、ドイツ（GTZ）の協

力に、オランダの ODA が加わり、京都議定書批准の支援、NCCC（National Committee for Climate 

Change）や CDM クリアリングハウスの設立支援、プロジェクト計画書作成支援等を行っている。その

一方で、いまだに京都議定書に批准しておらず、National CDM Authority が決定されていない。ま

た、環境省とエネルギー・鉱物資源省では、それぞれ CDM プロジェクト承認のためのクライテリアを

作成している。 

このように、インドネシアは、環境省がGTZ、世界銀行の支援を受けて積極的にCDMに関連した

活動を進めた結果、政府関係者の間ではある程度の知識や情報が集積した一方で、関係する各

省庁間の競合が始まり、政府内部における調整段階に入ったと見ることができる。従って、調整が

収束に向かえば、比較的早期の段階で、CDM の組織・制度的な実施環境は整備されると考えられ

る。また、有望な CDM プロジェクトも多いことから、我が国のホスト国としては有望ではあるが、民間

の投資環境はいぜん厳しい状況であり、バリ島のテロ事件以降さらに悪化していることを考えると、

我が国としての対処方針を明確にしつつ、政府機関主導の取組みを実施する必要がある。 

以下に、インタビュー調査から得られた結果の概要を示す。 

 

（1） 京都議定書の批准、CDM に関連した組織・制度・手続きの進捗状況等 
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インドネシア政府は、議定書に批准手続きを進めているが、現在は環境省から外務省に関連資

料を提出している段階である。批准に関する時期の見通しなども明確には示されなかった。CDM

に関する制度・手続きについては、NCCC や承認プロセスの具体的な組織手続きのフローが示さ

れたが、これらも現在検討中（承認を得る過程）との説明がなされた。 

組織・制度・手続きに関しては、GTZ 及びオランダの支援が行われることもあり、日本としては当

面今後の動向を注意深く見守りつつ、連携の可能性を探ることが妥当であると考えられた。 

なお、ODA 資金の流用に関する質問がインドネシア側やドナー側から出されたが、今後、類似

の質問も予想されるため、わかりやすい説明メモ等の作成の必要性が示唆された。 

 

（2） 省庁間の取組みと競合について 

環境省は上記のように CDM に関する取組みの中心としての役割を果たそうとしている。一方、

MEMR はエネルギーセクターに関する委員会を設置するなど、独自の取組みを進めており、

CERUPT にも積極的に参加している。MoIT は、NEDO との協力実績があり、省庁の中では CDM に

関する能力・ポテンシャルは高いと思われるが、まだ具体的な動きは始められていない。このように、

現段階では省庁間の取組みは調整されておらず、一部競合する面も見受けられた。今後のインド

ネシア政府内での早期の体制整備図るためには、関係各省の主導権争いに留意しつつ、フォーカ

ルポイントについて慎重な検討と関係省庁全体の底上げを図るような幅広い協力形態を模索する

必要が示唆された 

 

（3） キャパシティビルディングの必要性 

昨年度調査における本年 2 月の訪問調査時と比較すると、CDM に関する一般的な知見を有す

る担当者は確実に増えているものの、いまだにほとんど知らない、もしくは複雑すぎて仕組みが理

解できない、技術的な課題が多く具体的に自分たちが実施すべき事項を把握できない、または先

進国から投資を得て大きな利潤を得るチャンスとしてのみ理解している等、政府関係者に対する情

報提供、普及啓発の必要性､重要性が明らかになった。従って、基礎的な知識、手続き／様式、技

術的な課題に関するキャパシティビルディングを実施する必要性は高い。このためには、長期の人

材育成を目指しつつも当面は相当な規模での人員を比較的短期間で育成する必要があり、国内

研修、インドネシア国内での研修会（セミナー）、地域ワークショップ等形態の異なる協力のツール

を効果的に組み合わせた実施が適当と考えられる。なお、地方自治体の職員やローカルコンサル

タントの育成についても要望があったが、これらはインドネシア中央政府が責任を持って対応するこ

とが、オーナーシップの観点からも不可欠であり、そのような活動を支援する形を取ることが妥当で

あると考えられた。 

 

（4） ポテンシャル調査の可能性 

MEMR においても MoIT でも、エネルギー消費量等に関する定量的・詳細なデータで、現時点で

容易に入手できる資料は少なく、各担当部局に分散している状況であることが把握できた。しかし、

MoIT、MEMRの両者ともCDMにおける定量的データの重要性を認識し始めており、JICAとの適切

な協力の元で、ある程度長期にわたり調査を行えば収集・整理することは可能と考えられた。 
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（5） 他のドナー機関の動向 

世界銀行は植林に関する NSS がほぼ終了した現在、小休止の状態である。GTZ においても、

CDM に関する 2 年間のキャパシティビルディングを実施予定であるが予算は限定されている。オラ

ンダ政府も、CERUPT 以外には組織的な動きは小さい。従って、NSS 等の実施により先行している

これらの先進ドナー国等と協力の下に、JICA が重複を避けつつ､かつ得意分野においてキャパシ

ティビルディングを実施する意義は大きいことが明らかになった。 

 

（6） パートナーシップの形成促進 

日本は､2 国間協力の性格もあり、従来当該国でパートナーシップの形成を主導するような立場

を取ることは少なかったと思われる。しかし、今回ミニセミナーを開催して感じた点は、インドネシア

政府内各省の情報共有・意見交換、ドナー間の連携、ドナーとインドネシアとの相互理解等を促進

するような場を設けることの重要性である。JICAの具体的支援措置をツールとしつつ、「CDMパート

ナーシップ」等の名の下で、JICA が連携を主催することを検討することが望ましい。このような場に、

JBIC、JETRO、NEDO 等も連携して参加することにより､日本のプレゼンスがいっそう高まると考えら

れる。 

 

（7） インドネシアの投資環境 

CDM プロジェクトに係る民間投資は、それ自体が固有のリスクを有しているが、インドネシアにお

ける投資はそれに加えて以下のような厳しい投資環境であることが明らかとなった。この中には、電

力問題のように CDM プロジェクトにとり必ずしもマイナス要因とならないと思われるものもあるが、具

体的プロジェクトの形成を促進するための環境整備を考える上で､これらの問題にも十分留意する

必要がある。 

・ 法制度、司法制度の問題（運用の不透明さ、破産法の不備等） 

・ 地方分権化に伴う問題（税制・規制等の多様化、不透明化） 

・ 電力問題（2004 年には深刻な電力不足が生じるおそれ） 

・ 労働問題（労働に極めて有利な慣行の存在） 

・ 課税面の問題（外国資本が税を多く取られるような実態） 

 

（8） 個別専門家との連携 

今後関係各省との CDM 協力を効果的に進めていくためには、各省で活躍しておられる個別専

門家の力を借りることが不可欠であることから、情報提供・意見交換を行いつつ、連携を強めていく

必要性が示唆された。 

 

 

4.3 ベトナム 

 

ベトナムは、2002 年 10 月 5 日～12 日において訪問し、現地政府機関、NGO、国際機関及び先
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進国大使館等のキーパーソン、及び我が国の政府関連機関等にインタビュー調査を実施した。 

現地政府機関として、国家気象総局、科学技術省、計画投資省、貿易省、ベトナム貿易促進庁、

エネルギー･環境研究センター、産業省、ベトナム商工会議所、水文気象局、国家環境庁を訪問し

た。加えて、NSS の実施を支援した AusAID を訪問した。我が国の政府関連機関としては、JBIC、

JETRO、NEDO、日本ベトナム産業技術協力会（JAVITECHS）にインタビューを実施した。また、

JICA ハノイ事務所においては、電力分野の JICA 専門家からアドバイスを受けた。 

なお、2002 年 10 月 8 日（火）14～17 時にミニセミナーが開催された。セミナーには、ベトナム政

府機関（環境省、科学技術省、産業省、貿易省）、他関連組織、公社等、日本側関係機関（JICA、

大使館、NEDO、JETRO、ビジネスアソシエーション）等から、40 名以上が参加した。JICA から、連

携促進委員会による研究成果の発表、WSSD 約束文書「CDM キャパシティビルディングに関する

協力」の説明、CDM 実施に必要な手続き・制度構築に関する説明を行った後、ベトナムからも、

CDM に関する取組みの現状に関してプレゼンテーションが行われた。フリーディスカッションでは、

CDM に関する取組みが緒についた段階であるベトナム政府の関係者が、一堂に会し、情報を共有

する機会を提供したことが、最も大きな成果であったと考えられる。 

ベトナム調査を概観すると、まずベトナム政府は、アジア諸国の中でも比較的早い、2002 年 9 月

21 日に京都議定書に批准したことが特徴に挙げられる。インドネシアよりは遅れたものの、NSS もオ

ーストラリアの支援で実施している。インドネシアと異なる点は、インドネシアにおける GTZ の存在に

比較して、AusAID がベトナム政府に関与していないことである。CDM に関する制度・手続きについ

ては、インタビュー調査によれば、「NSS における検討を進める予定ではあるが、NSS の担当官庁で

ある環境省が首相に提出した単なる調査報告と位置づけており、国としての戦略は今後検討され

る」としていることからも理解できる。一方で、省庁再編が実施されたばかりであり、当分の間、CDM

に関連した各省庁の役割分担等は確定されない可能性がある。従って、National CDM Authority

の指名、CDM の組織・制度・手続きに関しては、NSS を基盤にはするものの、政府内の調整等に今

後かなりの時間を要する可能性がある。 

また、ミニセミナーの参加者数（約 50 人）や内容からも理解できるとおり、政府関係者は CDM に

関する興味を有しており、期待は大きいものの、知識、情報はかなり限定されており、今後の普及啓

発活動の重要性が示唆された。 

このように、ベトナムは、議定書を早々に批准したが、CDM に関する競合が省庁再編と相まって

顕在化している状況であり、先進ドナー国の強力なイニシアティブもないことから、調整に時間を要

する可能性が伺えた。しかし、ベトナムの政府関係者の CDM に対する興味や期待と、順調に発展

している経済状況を踏まえると、CDM の組織・制度・手続きが一旦整えば、急速に進展する可能性

があることに留意したい。なお、我が国の民間企業にとって良好な投資環境が今後も継続するので

あれば、ベトナムは官民一体となった CDM 実施戦略を策定して、オランダ等他の先進諸国に遅れ

を取らないように積極的に取り組むべきであると考える。 

以下に、インタビュー調査から得られた結果の概要を示す。 

 

（1） 京都議定書の批准、CDM に関連した組織・制度・手続きの進捗状況等 

ベトナム政府は、2002 年 9 月 21 日に京都議定書に批准した。CDM に関する制度・手続きにつ
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いては、NSS における検討を進める予定ではあるが、NSS を担当官庁である環境省（旧 MOSTE か

ら独立）が首相に提出した単なる調査報告と位置づけており、国としての戦略は今後検討されるとし

ている。このため、現段階では明確なイメージは示されなかった。従って、CDM に関連した組織・制

度・手続きに関しては、NSS を基盤にはするものの、これから各省庁間の交渉が行われることを考え

ると、省庁再編の直後であることもあいまって、具体的な制度構築には、今後かなりの時間を要する

可能性がある。日本としては、NSS の資金提供者であるオーストラリア等他のドナーの動向に注目し

つつも、クリアリングハウスに関連する支援も含め、CDM にかかる中心的な制度面に対する支援の

可能性を模索していくことが望ましい。 

 

（2） 省庁間の取組みと競合について 

新設された環境省（MNRE）の下に、National Office for Climate Change and Ozone Protection

が移ったため、CDM に関する取組みの主導権は MNRE がとる可能性が高いが、MOST（旧

MOSTE）、産業省（MOI）も何らかの形で強い影響力を確保できるよう望んでいる。他の省庁も、

CDM が自組織に利益を生むとなれば、省庁間の競合が激しくなる可能性がある。今後のベトナム

政府内での早期の体制整備を図るためには、多くの省庁と既にコンタクトしている NEDO/JETRO と

の連携を深め、関係各省間の競合に留意しつつ、今後の協力の窓口について慎重な検討を行うと

共に、関係省庁全体の底上げを図るような幅広い協力形態を模索する必要性が示唆された。 

 

（3） キャパシティビルディングの必要性 

面談したベトナム政府機関の関係者は、CDM に関する一般的な知見を有してはいたが、ほとん

どの面談者から「政策担当者を含む関係者への情報提供、教育・啓発の重要性・必要性」を聞くこ

とができた。ベトナムの民間企業の団体である VCCI（ベトナム商工会）からも、情報提供､教育・啓

発の重要性が指摘された。従って、CDM に関する基礎的な知識、手続き／様式、技術的な課題に

関するキャパシティビルディングを実施する必要性は高い。このためには、長期の人材育成を目指

しつつも、当面は相当な規模での人員を比較的短期間で育成する必要がある。既にさまざまなキャ

パシティビルディングの計画を持ち、順次実施している NEDO/JETRO と協力しつつ、国内研修、

ベトナム国内での研修会（セミナー）、地域ワークショップ等形態の異なる協力のツールを効果的に

組み合わせて実施することが期待された。 

また、他のドナーの制度面に係る支援が具体化していないと見られることから、合わせて制度面

のキャパシティビルディングの可能性も検討することが望ましい。 

 

（4） ポテンシャル調査の可能性 

エネルギー分野の CDM の実施に不可欠な鉱工業分野､発電分野におけるエネルギー消費量

等のデータに関しては、現時点で容易に入手できる資料は少なく、各担当部局に分散している状

況であることが把握できた。また、省庁間の縦割り意識が強く、省庁間でのデータ・情報の連携が少

ないため、データベースが構築しにくい環境であることが明らかになった。MOI 等の関係機関は

CDM における定量的データの重要性は認識しているが、網羅的なデータ収集を含むポテンシャル

調査を実施した場合、膨大な労力が要求されるとともに、投資の確約がない分野に関しては、ベト
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ナム側の協力が得られない可能性があるため、慎重な検討が必要であることが示唆された。 

 

（5） 他のドナー機関の動向 

オーストラリアが NSS を実施しており、その他 GEF、UNDP、GTZ、フィンランド、スウェーデン等さ

まざまなドナーが、温暖化に関連する取組みを実施しているが、これらのうち特定のドナーが継続

的に CDM キャパシティビルディングについて支援している状況にはない。一方、NEDO はこれまで

にさまざまな政府機関の協力関係を構築してきており、かかる実績を踏まえつつ NEDO 等との連

携・協力を図り、支援の方針を検討する必要がある。 

 

（6） 調査結果のフィードバック 

今回開催したミニセミナーは、CDM に関する今後の協力について検討するためのキックオフミー

ティングとも言うべきものであった。このため、セミナーとしての提供情報は制限せざるを得ず、詳細

かつ具体的な情報を期待する CDM 関係者には、今後別の機会を設けることが適当と考えられた。

また、各機関に対して面談の結果がどのように扱われたか、日本で検討されたかを、適切にフィー

ドバックすることも重要と考えられる。このため、本調査の結果に加え、最新の CDM 関連情報（例え

ば、今後の COP 等での決定内容等）をベトナムの CDM 関係者に伝えるような機会を適切な時期

（例えば MNRE の組織が確定した時期）に持つことが望ましいと考えられた。 

 

 

4.4 フィリピン 

 

フィリピンは、2002 年 12 月 8 日～13 日において訪問し、現地政府機関、大学、国際機関等のキ

ーパーソン、及び我が国の政府関連機関等にインタビュー調査を実施した。 

現地政府機関として、天然資源環境省（DENR）、エネルギー省（DOE）、科学技術省（DOST）、

フィリピン国家石油公社（PNOC－EDC）を訪問した。また、UNEP-RISO が実施している CDM キャ

パシティビルディングに関するワークショップに参加し、フィリピン側のカウンターパートであるアテネ

オ大学の Climate Observatory に所属する CCIC（Climate Change Information Center）と面談した。

加えて、ADB、UNDP マニラ事務所を訪問した。我が国の政府関連機関としては、JBIC、JETRO マ

ニラセンターにインタビューを実施した。また、産業及び林業分野の JICA 専門家からアドバイスを

受けた。なお、フィリピンにおける調査は、インドネシア、ベトナムと異なり、現地におけるミニセミナ

ーは実施せず、インタビュー調査結果を総合的に判断して、JICA の既存スキーム（開発調査等）に

おいて実施可能なプロジェクト候補を抽出することに主眼を置いて進めた。 

フィリピン調査を概観すると、東南アジア諸国の中で CDM に関して出遅れていたフィリピンにお

いて、この１年ほどの間に、さまざまな動きが急速に進展してきていることが特徴として挙げられる。

特に、オランダの資金提供により UNEP-RISO が実施する CDM キャパシティビルディングプロジェク

トが開始されたことが進展の大きな要因と考えられる。 

京都議定書の批准に関しては、昨年末という情報を得ていたが、「2003 年の早い時期」というよう

に遅れ気味であり、National CDM Authority の設立や CDM の関連した組織・制度構築は全て批
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准後に行われる予定である。現在の UNFCCC の窓口である IACCC（Inter-Agency Committee on 

Climate Change）の事務局であるDENRとエネルギー分野を担当するDOEの間において、National 

CDM Authority に関する競合があり、今後もその動きには留意する必要がある。 

フィリピンは、NSS を実施していないが、UNEP-RISO の上記プロジェクトが開始され、ADB に赴任

しているオランダ人の専門家がこれを後押ししている状況から推測すると、オランダが主導権を握り

つつあると考えられる。なお、DOE は、CERUPT のプロジェクトを実施することを望んでいたことが明

らかになっている。また、JBIC からの円借款により風力発電プロジェクトを実施している PNOC-EDC

は、地熱、風力等の再生可能エネルギー利用の CDM プロジェクトを実施する意欲がある。 

このように、フィリピンは、議定書批准は先延ばしになっているものの、関連省庁間の CDM に関

する競合の顕在化を含めて、さまざまな動きがあり、その仕掛けはオランダが主導権を握っている。

しかし、その動きが急であり十分な基盤が構築されていないこと、ODA や民間投資を通じた我が国

の存在が大きいことから、例えば UNEP 等との協力の下に、CDM 関連の支援を行うことは、我が国

主導の CDM プロジェクトを推進していく上で有効と思われる。但し、フィリピンの投資環境が優れな

い状況の中で、まずはフィリピン政府機関等に対するキャパシティビルディングやポテンシャル調査

の実施等、日本政府機関主導の取組みを進めることが望ましい。 

以下に、インタビュー調査から得られた結果の概要を示す。 

 

（1） 京都議定書の批准、組織･制度･手続き状況 

フ ィ リ ピ ン の 京 都 議 定 書 へ の 批 准 は 、 2002 年 末 の 予 定 で あ っ た が 、 最 近 の IACCC

（Inter-Agency Committee on Climate Change）の会議の結果によれば、来年（2003 年）の早い時

期になる可能性が高いということが、本調査により明らかにされた。National CDM Authority につい

ては、同様に IACCC において議論されているが、議定書批准後に事務的に設立される予定である。

National CDM Authority の組織/構成に関しては、DENR（Department of Environment and Natural 

Resources）が検討中である。IACCC の事務局をつとめている DENR は、当該事務局が"Climate 

Change Office"に昇格して、暫定的な National CDM Authority の役割を果たす案を提案している。

一方で DOE（Department of Energy）は、CDM がエネルギー分野のプロジェクトが多いことを理由

に、DOE が National CDM Authority のリーダーとなることを望んでいる。また、DOST（Department 

of Science & Technology）の傘下にある ITDI（Industrial Technology Development & Technology）

は、CDM プロジェクトにおいて持続可能な発展に貢献する技術であるかどうかを検証する役割を担

う機関として、自らの重要性を主張している。このように、現在は National CDM Authority をめぐっ

て、IACCC の元で、DENR、DOE 等が議論を重ねている状況である。CDM プロジェクトの承認手続

きに関しては、同様に検討段階である。 

 

（2） 政府機関等の取組状況 

気候変動枠組条約（UNFCCC）に関連する政府機関により構成される IACCC は、上記のとおり、

京都議定書への批准、National CDM Authority の設立、CDM プロジェクト承認制度の構築等に関

して議論を重ねている。主なアクターは、DENR、DOE、DOST（ITDI）である。 

IACCC の共同議長と事務局をつとめる DENR は、UNEP-RISO が実施している CDM キャパシテ
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ィデベロップメントプログラムにおいて、オランダ政府の資金により UNDP が担当している National 

CDM Authority 設立及びキャパシティデベロップメントのカウンターパートをつとめている。DENR は、

この他に UNDP のキャパシティビルディングプロジェクトのカウンターパートをつとめた。また、

National Communication（NC）や GHG インベントリー作成を担当している。NC に関しては、第 1 回

報告書を 1999 年 12 月に作成している。現在は第 2 回報告書の作成のための資金を得るために

GEF に申請している。 

DOE は、ADB が実施している PREGA（Promotion of Renewable Energy, Energy Efficiency and 

Greenhouse Gas Abatement）のカウンターパートをつとめている。さらに DOE は、PREGA の前身で

ある ALGAS（Asia Least-cost Greenhouse Gas Abatement）のカウンターパートでもあった。USAID

の支援による Philippine Climate Change Mitigation Program（PCCMP）は、DOE がカウンターパート

であったが、2001 年に終了した。 

DOST（ITDI）は、UNIDO が実施している産業分野の CDM ケーススタディのカウンターパートで

ある。CDM に関する R&D の推進、クリーナープロダクション、GHG 削減策としてのバイオマス/クリ

ーンエネルギーの利用を掲げている。 

PNOC-EDC は、地熱、風力、小規模水力等の再生可能エネルギーの CDM プロジェクトを推進

する方針を掲げている。現時点では、オランダや世界銀行等との協力関係は特にない。 

 

（3） ドナー機関の取組状況 

ADB は、REACH（Renewable Energy, Energy Efficiency, and Climate Change）のもとに、①オラ

ンダのファンドによる PREGA、②カナダのファンドによる GHG 削減、吸収強化、及び適応に関する

取組、③デンマークのファンドによる再生可能エネルギー及び省エネの 3 つのプロジェクトを実施し

ている。PREGA は、15 カ国を対象として、再生可能エネルギー、省エネ等に関するキャパシティビ

ルディングを実施するプロジェクトである（2 (2) ADB 参照）。フィリピンの National Counterpart 

Agency は DOE である。 

UNEP-RISO は、世界 12 カ国を対象として、CDM キャパシティビルディングの大規模なプロジェ

クトを進めており、フィリピンにおいては、"Capacity Development for the CDM in the Philippines"を

進めている。アテネオ大学の Climate Observatory に所属する CCIC（Climate Change Information 

Center）が、このプログラムの管理担当組織として UNEP と契約しており、同時に IACCC と MoU を

取り交わしている。本プログラムの Draft Work Plan を検討するため、CCIC の主催により 2002 年 12

月 9 日～11 日に 3 日間のワークショップが開催された（2 (3) UNEP 参照）。 

UNDP は、DENR をカウンターパートとして 1998 年に"Capacity Building in CDM Project 

activities: Philippines"をまとめている。現在は、UNEP-RISO のキャパシティデベロップメントの中で、

National CDM Authority 設立部分を担当している（前述）。 

オランダ政府は、上記の UNEP-RISO の活動に対する資金提供、同活動における National CDM 

Authority 設立部分に対する UNDP への資金提供等、フィリピンにおける CDM に関係した活動の

中で、重要な位置を占めつつある。なお、オランダ政府は、ADB に対して"CDM Facility"設立を呼

びかけており、2003 年 4 月頃には ADB の最終的な判断がなされると予想されている。 
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（4） GHG インベントリー等のデータ整備状況 

GHG インベントリーは、1999 年の NC において 1994 年の GHG 排出量を記載している。なお、

DENR によれば、1999 年の GHG 排出量は算定済みとのことであったが、COP8 における基準年が

2000 年となったことから、今後は第 2 回 NC の作成と並行して、2000 年の排出量を算定する予定で

ある。 

エネルギー分野の GHG 排出量は、1996 年の米国による US Country Study Program におけるエ

ネルギーセクターの GHG 排出量算定用ワークブックを教科書として、DOE が実施している。なお、

DENR は、IPCC が 1996 年に改訂出版した GHG 算定マニュアルをフィリピンの国情を踏まえたガイ

ドラインに改訂出版している。今回の調査では、GHG インベントリーを作成するためのデータの取

得主体、方法等の詳細情報を得ることはできなかった。 

 

（5） 日本側関係機関の動向 

JETRO マニラセンターは、専門家派遣や現地民間企業の日本での研修を行っており、今年度は

食品加工工場の省エネを対象として実施した。 

JBIC は、北ルソンの風力発電所建設事業に関する円借款案件を仮想 CDM プロジェクトに見立

てて検討を行い、課題を抽出する調査を行っている。また、DENR をカウンターパートとして、過去

10 年にわたり植林に関する事業を実施してきた。現在は、得られた成果等を踏まえて、次のステッ

プを検討中である。 

 

（6） JICA の活動状況（CDM に関連するもののみ） 

1）開発調査 

DOE をカウンターパートとして、PDP（電力開発計画）策定支援及び電力投資促進室の支援を行

うことを目的に 2002 年 10 月から 2003 年度後半まで「電力構造改革のためのエネルギー省キャパ

シティビルディング開発調査」を実施中である。電力需要想定から政策提言までの支援を行うことと

し、データ・業務フローを確立していくものである。 

 

2）専門家派遣 

DOE には玉川専門家（小水力開発）、DTI-BOI には玉置専門家（投資促進）、DENR には田中

専門家（林業）が精力的に活動中である。また 2003 年 3 月からは、大田専門家（環境政策）が

DENR に派遣される予定となっている。 

 

（7） 今後の取組みについて 

今回の調査を通じて検討した、考え得る技術協力（案）について以下に述べる。 

 

1）プロジェクト例 1：「CDM の可能性を勘案した総合エネルギー計画の策定」 

＜技術協力の目標＞ 

 エネルギーの効率的な利用、省エネを含む総合エネルギー計画（PEP）を作成する。その過

程でGHGインベントリー調査をあわせて行い、エネルギー分野におけるCDM活用戦略の提言

を行う。 

＜成果＞ 
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① より効率的なエネルギーの活用を含む、総合的なエネルギー開発計画（PEP）が作成され

る。 

② エネルギーを開発する上で、より経済性を高める CDM を活用する基本戦略が作成され

る。 

③ 定期的に見直す必要のある GHG インベントリー調査の手法が確立される。 

④ インベントリー調査の結果を公開することにより、IPP 事業、地方電化事業に CDM の視点

が加わり、経済性が改善されることからそれらの事業が促進される。 

＜協力の内容＞ 

① 主要なエネルギー消費分野における GHG インベントリー調査（データ収集の手順の確立

とデータベースの構築） 

② 電力開発計画（PDP）のレビュー 

③ 投資促進室での情報公開（GHG インベントリー調査結果の公開） 

＜必要な Input とスケジュール＞ 

・開発調査（2003 年度後半からスタート、2004 年の PEP 作成を支援する） 

 

2）プロジェクト例２：「村落コミュニティ／中小工場の小規模 CDM プロジェクトの支援」 

＜技術協力の目標＞ 

 小規模 CDM プロジェクトの実施者となる村落コミュニティまたは中小企業をターゲットとして、

彼らが実施する小規模 CDM プロジェクトがスムーズに進捗するための技術的支援を行う。 

＜成果＞ 

 小規模 CDM プロジェクトを通じて、技術移転、村落コミュニティまたは中小企業における環境

管理に関する組織制度構築、及び炭素クレジットの獲得による運営資金の確保等から、コミュ

ニティや中小工場が持続可能な発展が達成される。 

＜協力の内容＞ 

① 小規模 CDM プロジェクト（特に社会林業、省エネを含む工場の環境対策等）を実施する

意欲のある途上国の事業者（村落や中小工場主）を募り、当該小規模 CDM プロジェクトを

実施・支援する日本の NGO、地方自治体、民間企業に紹介する。 

② 草の根技術協力、プロポーザル型技術協力等の既存のスキームを拡大して、日本の小規

模 CDM プロジェクトの実施者を資金的・技術的に支援する。 

③ 小規模CDMプロジェクトのプロジェクト計画書の作成を支援し、バリデーション、

ベリフィケーション、サーティフィケーション等 CDM プロジェクトの手続きに必

要な技術的な支援を行うとともに、資金的な支援も行う。 

＜必要なインプット＞ 

① 小規模 CDM プロジェクトの実施者の応募 

② 日本の実施者に対する、日本人専門家による技術的（植林技術、省エネ技術等）支援体

制の構築 

③ 日本人専門家による、CDM プロジェクト特有な技術的課題に対する支援体制の構築 

＜実施のための前提条件＞ 

① 京都議定書が批准されていること。 

② CDM 窓口機関、承認手続きが決定されていること。 

③ フィリピン政府が、小規模 CDM プロジェクトに対して理解があること。 
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